
「
琉
球
処
分
」
と
民
族
統
一
の
問
題

一
琉
球
処
分
に
お
け
る
明
治
政
府
の
政
策
基
調
の
分
析
を
中
心
に
一金

城

正

篤

【
要
約
回
近
代
以
前
の
沖
縄
は
、
日
本
本
土
か
ら
の
地
理
的
な
遠
隔
と
、
歴
史
的
な
独
自
性
の
ゆ
え
に
、
あ
る
意
味
で
は
門
日
本
歴
史
」
の
外
に
置
き
忘
れ
ら

れ
て
き
た
。
近
代
に
入
っ
て
、
明
治
政
府
は
「
沖
縄
県
」
を
設
定
し
て
正
式
に
日
本
の
領
土
に
統
合
し
た
。
　
こ
の
墨
縄
県
の
設
置
（
一
八
七
九
一
明
治
十
二

年
）
の
過
程
は
、
決
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
と
に
嘉
時
の
沖
縄
の
士
族
層
1
1
支
配
階
級
の
反
対
と
抵
抗
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
れ
を

強
圧
的
に
お
さ
え
る
形
で
断
行
さ
れ
た
。
「
処
分
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
琉
球
処
分
」
は
、
一
面
で
明
治
政
府
の
権
力
恣
意
の
貫
徹

と
し
て
断
行
さ
れ
た
が
、
算
盤
で
三
十
除
万
の
沖
縄
の
講
衆
に
と
っ
て
、
写
本
本
土
の
大
衆
と
、
よ
り
強
圏
な
結
合
を
か
ち
と
る
た
め
の
条
件
と
展
望
を
与
え

た
。
「
琉
球
処
分
』
の
唯
一
最
大
の
意
義
は
後
春
の
点
に
あ
る
。
本
稿
は
か
か
る
視
角
か
ら
「
琉
球
処
分
」
の
政
治
過
程
を
分
析
す
る
。
民
族
統
一
の
問
題
は
、

現
在
沖
縄
の
祖
国
復
帰
運
動
の
課
題
で
も
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
へ
の
さ
さ
や
か
な
展
望
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
吏
林
五
〇
巻
一
号
　
【
九
六
七
年
響
胴
月

「琉球処分Jと民族統一の問題（金城）

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
琉
球
処
分
篇
と
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
淋
縄
が
日
本
の
近
代

国
家
の
中
に
、
強
制
的
に
統
合
さ
れ
る
一
連
の
政
治
過
程
を
い
う
。

　
慶
長
一
四
年
、
（
一
六
〇
九
）
、
島
津
氏
の
侵
攻
を
受
け
て
以
後
の
沖

縄
は
、
実
質
的
に
は
薩
摩
藩
の
植
民
地
的
な
支
配
下
に
お
か
れ
た
が
、

形
式
的
に
は
明
・
清
両
朝
と
も
朝
貢
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
「
両
属
」
の
状
態
で
「
中
山
王
府
」
を
保
持
し
て
い
た
。
幕
末
に

至
っ
て
は
、
欧
米
諸
国
に
強
要
さ
れ
て
独
慮
に
「
条
約
」
を
締
結
し

た
り
し
て
、
　
「
独
立
国
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
。
政
治

的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
い
ま
い
な
地
位
に
あ
り
な
が
ら
も
、
沖
縄

の
言
語
・
風
俗
そ
の
他
の
臼
本
と
の
共
通
性
や
、
経
済
的
な
結
び
つ

き
は
、
早
晩
、
沖
縄
が
日
本
と
民
族
的
融
合
を
可
能
に
す
る
条
件
を
、

準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
。
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明
治
維
新
の
変
革
に
よ
っ
て
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
封
建
的
地

方
割
拠
性
は
廃
滅
さ
れ
、
と
に
も
か
く
に
も
近
代
的
な
民
族
統
一
へ

の
基
本
的
条
件
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
β
本
国
内
の
民
族
統
一

へ
の
動
き
は
、
ど
の
よ
う
に
沖
縄
へ
波
動
し
た
か
。
　
「
内
は
則
ち
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
統
一
の
計
を
立
て
、
外
は
落
ち
万
邦
対
峙
の
策
を
決
す
べ
き
」
課

題
を
担
っ
た
と
さ
れ
る
維
新
政
府
は
、
内
政
・
外
交
の
い
わ
ば
結
節

点
と
し
て
の
「
琉
球
問
題
し
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
と
り
あ
げ
、
解

決
し
よ
う
と
し
た
か
。

　
明
治
政
府
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
、
琉
球
を
「
藩
」

と
し
、
従
来
の
鹿
児
島
を
通
じ
て
す
る
間
接
支
配
を
改
め
て
中
央
政

府
の
直
管
と
し
た
。
さ
ら
に
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
至
っ
て
、

「
琉
球
藩
」
を
廃
し
、
　
「
沖
縄
県
」
に
改
め
た
。
沖
縄
に
対
す
る
こ

の
「
廃
藩
濁
県
」
は
、
沖
縄
の
、
殊
に
支
配
階
級
（
士
族
層
）
の
執
拗

な
謹
話
と
抵
抗
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
治
政
府
は
軍
隊
・
警

官
を
さ
し
む
け
、
強
圧
的
に
「
沖
縄
県
」
の
釣
魚
を
断
行
し
た
。
明

治
五
年
の
「
琉
球
藩
」
設
置
か
ら
、
同
十
二
年
の
「
沖
縄
県
」
の
設

．
置
に
至
る
、
明
治
政
府
の
一
連
の
権
力
話
説
を
、
ふ
つ
う
「
琉
球
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

分
」
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
　
「
琉
球
処
分
」
と
い
う
一
連
の
政
治
過
程
の
分
析
を
通

し
て
、
そ
こ
に
貫
か
れ
た
明
治
政
府
の
政
策
基
調
を
明
ら
か
に
す
る

と
共
に
、
究
極
的
に
は
近
代
に
お
け
る
欝
本
の
民
族
統
一
の
問
題
を

追
求
し
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
。

　
沖
縄
の
日
本
と
の
真
の
民
族
　
体
化
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
契
機

を
通
し
て
、
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
明
治
政
府
の

「
琉
球
処
分
」
は
、
民
族
統
一
の
観
点
か
ら
、
い
か
な
る
意
味
を
も

つ
か
。
　
「
琉
球
処
分
」
研
究
の
最
も
重
要
な
意
義
も
課
題
も
、
こ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
本
稿
も
、
こ

の
重
要
な
課
題
ヘ
ア
ブ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
試
論
で
あ
る
。

　
（
な
お
、
史
料
操
作
上
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
、
以
下
、
歴
史
的
な
呼

称
に
従
っ
て
「
琉
球
」
と
い
う
三
葉
を
使
う
。
）

維
新
政
府
と
琉
球
問
題

　
明
治
維
新
政
府
が
、
は
じ
め
て
琉
球
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、

史
料
の
上
か
ら
見
る
と
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県

前
後
の
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
る
二
日
前
の

七
月
篭
工
日
付
で
、
政
府
の
命
を
受
け
て
鹿
児
島
か
ら
は
「
琉
球
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

轄
ノ
沿
革
調
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
ほ
か
で
も
な
く
、
慶
長
の
役
（
エ
ハ
〇
九
年
）
以
来
、
琉
球
の
事
実
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r球琉分処」と罵族読一の閥題（金斌）

上
の
支
配
者
で
あ
っ
た
薩
摩
は
、
こ
の
調
書
の
中
で
、
琉
球
が
中
野

と
通
じ
た
（
一
三
七
二
年
）
は
る
か
以
前
の
、
「
文
治
二
年
（
二
八

穴
）
島
津
家
ノ
祖
、
豊
後
守
忠
久
薩
・
隅
・
日
国
国
ノ
爾
、
南
海
十

二
島
ノ
地
頭
職
補
任
以
来
、
代
々
旧
封
ヲ
襲
キ
附
庸
」
た
る
こ
と
を

指
摘
し
、
さ
ら
に
「
慶
長
降
服
以
来
今
二
選
」
る
ま
で
の
薩
琉
関
係

を
の
べ
、
　
「
名
義
不
当
」
な
が
ら
琉
球
が
日
本
・
中
国
へ
「
両
属
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
い
る
現
状
を
も
具
申
し
て
い
る
。

　
廃
藩
置
県
は
、
薩
摩
藩
に
い
く
つ
か
の
難
題
を
提
起
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
管
下
の
琉
球
の
処
遇
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
琉
球
を
媒
介
と
し
た
貿
易
お
よ
び
琉
球
産
の
砂
糖
専
売
で
、

甘
い
汁
を
吸
い
続
け
て
来
た
薩
摩
に
と
っ
て
、
で
き
る
こ
と
な
ら
旧

来
の
特
権
を
い
つ
ま
で
も
そ
の
掌
中
に
お
さ
め
て
お
き
た
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
や
潮
懸
そ
の
も
の
が
廃
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
特

権
も
保
て
な
く
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
お
そ
ら
く
、
薩
摩
の
方
で
は
そ

の
特
権
維
持
の
た
め
に
、
中
央
に
い
る
西
郷
や
大
久
保
を
通
じ
て
、

画
策
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
う
ら
が
き
す
る
か
の
よ
う
に
、

同
年
八
月
二
十
烹
日
付
の
無
下
宛
大
久
保
の
書
翰
に
は
、
次
の
よ
う

な
一
節
が
読
ま
れ
る
。

　
僧
置
地
知
正
治
よ
り
小
臣
逡
一
封
参
、
加
…
’
此
之
御
英
断
（
家
主
櫨
谷
の
こ
と
…

　
引
用
者
謎
）
二
出
候
上
ハ
、
難
く
迄
も
其
実
挙
り
候
心
肝
要
二
候
処
、
鹿

　
児
島
之
儀
、
余
に
比
例
も
跡
継
、
琉
球
南
島
余
白
有
之
、
殊
に
士
族
莫
大

　
に
て
右
辺
之
始
末
ハ
勿
論
、
何
れ
九
月
頃
ニ
臥
龍
朝
廷
御
処
分
も
可
被
仰

　
出
験
付
、
甚
当
惑
之
事
候
間
、
是
非
小
臣
等
（
大
久
保
．
西
郷
…
引
用
表
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
之
内
、
急
二
御
畷
下
向
致
二
三
様
云
々
…
…

大
久
保
は
西
郷
と
協
議
の
上
、
早
速
吉
井
友
実
（
宮
内
大
回
）
　
。
西

郷
従
道
（
兵
蔀
大
丞
）
の
両
人
を
帰
藩
さ
せ
、
　
「
廃
藩
置
県
断
行
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

事
情
ヲ
報
告
シ
、
且
ッ
善
後
ノ
処
澄
ヲ
講
掛
シ
ム
ル
」
こ
と
に
し
た
。

　
明
け
て
明
治
五
年
の
正
月
、
鹿
児
島
か
ら
は
奈
良
原
繁
・
傍
地
知

貞
馨
の
両
人
を
「
伝
旗
」
と
し
て
渡
琉
さ
せ
た
。
両
人
は
早
速
、
摂

政
・
三
剰
官
（
琉
球
王
府
の
行
政
酋
脳
）
に
向
っ
て
、
維
新
変
革
の
事
情

を
伝
え
、
　
「
各
国
往
来
欝
に
開
化
に
趨
き
候
今
日
に
臨
み
、
依
然
と

し
て
、
旧
来
之
仕
末
而
已
被
相
藩
候
て
は
、
島
津
家
代
上
之
御
指
揮

御
不
行
届
之
場
に
当
り
、
被
対
朝
廷
如
何
敷
」
、
即
ち
、
こ
の
ま
ま

で
は
薩
摩
の
悪
政
が
ば
れ
て
、
朝
廷
に
対
し
て
申
し
訳
も
立
た
な
い

か
ら
、
庶
政
を
改
革
し
士
民
救
助
の
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
重
富
と
も
弁
解
と
も
つ
か
ぬ
「
口
上
手
控
書
」
を
手
渡
し
た
。
同

時
に
、
薩
藩
に
対
す
る
負
債
五
万
円
を
も
、
あ
っ
さ
り
「
免
除
」
す

る
と
申
し
渡
し
た
。
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廃
藩
置
県
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
琉
球
は
依
然
と
し
て
鹿
児
島
県

の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
の
そ
れ
は
一
時
的
な

措
置
で
あ
り
、
い
ず
れ
「
御
所
分
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
先
に
西
郷
も
報
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
来
の
よ
う
な

「
属
島
」
支
配
は
と
て
も
望
め
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
こ
れ
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

経
済
的
特
権
は
保
持
し
て
い
た
い
、
と
す
る
未
だ
藩
意
識
を
越
え
切

れ
な
い
薩
摩
土
族
の
量
見
も
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
政
府
の
「
御
所

分
」
の
前
に
、
薩
摩
と
し
て
手
を
打
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
「
幸
鹿
児
島
之
管
轄
に
属
し
、
其
段
は
御
安
心

　
⑩

心
事
」
で
あ
ろ
う
琉
球
側
の
歓
心
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
、

二
つ
に
は
苛
酷
な
島
津
の
支
配
を
、
後
日
政
府
か
ら
問
責
さ
れ
な
い

　
　
⑪

た
め
に
、
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
「
学
事
」
は
派
遣
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
鹿
児
島
か
ら
の
こ
の
「
捻
転
」
の
派
遣
が
、
中
央
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
命
を
お
び
た
「
使
節
し
の
ご
と
く
説
く
書
が
多
い
が
、
以
上
に
の

べ
た
こ
と
、
お
よ
び
す
ぐ
後
に
引
く
「
伝
事
」
の
言
葉
か
ら
見
て
、

全
く
鹿
児
島
県
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。

即
ち
、
奈
良
原
・
俳
地
知
ら
の
「
口
上
手
控
書
」
の
一
節
に
は
、
「
此

後
朝
廷
役
向
よ
り
、
別
段
差
入
に
不
及
、
我
々
共
手
切
に
て
、
折
合

相
付
、
以
来
之
規
則
一
定
い
た
し
候
は
㌧
、
於
御
当
所
も
、
御
面
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

筋
無
品
、
第
一
我
々
欝
欝
命
之
野
相
立
、
仕
合
誓
事
に
候
」
と
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
旧
来
の
ゆ
き
が
か
り
か
ら
、
琉
球
に
対
す
る
「
特
権
」
へ
の
執
着

を
捨
て
切
れ
な
い
薩
摩
の
姑
息
な
量
見
は
、
琉
球
が
明
治
政
府
の

「
直
管
」
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
期
待
も
空
し
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
慶
長
以
来
、
琉
球
の
経
済
の
中
社
を
に
ぎ
り
、
ぬ
け
目

な
く
扶
植
さ
れ
て
来
た
鹿
児
島
商
人
の
勢
力
は
、
置
県
後
も
隠
然
た

る
力
を
持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
五
年
の
な
か
ば
ご
ろ
か
ら
、
琉
球
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
御

所
分
」
が
、
い
よ
い
よ
明
治
政
府
の
具
体
的
な
政
治
日
程
に
の
せ
ら

れ
る
。
即
ち
、
同
年
五
月
三
十
日
に
は
、
大
蔵
卿
井
上
馨
か
ら
、
琉

球
国
の
処
分
に
つ
い
て
の
建
議
が
正
院
に
提
出
さ
れ
た
。
井
上
は
そ

の
中
で
、
琉
球
が
慶
長
以
来
「
薩
摩
ノ
附
庸
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

コ
蓄
語
・
風
俗
・
宮
制
・
地
名
」
等
が
相
類
似
し
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
地
理
的
に
も
琉
球
は
「
我
出
山
ノ
南
海
中
二
起
伏
ス
ル
者
」

で
あ
っ
て
、
日
本
の
一
部
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
し
か
る
に
、
琉
球

が
「
支
那
ノ
正
朔
ヲ
奉
シ
、
封
冊
ヲ
受
」
け
て
い
る
の
は
、
甚
だ

「
不
都
合
」
で
あ
り
、
　
「
百
度
維
新
ノ
今
悪
血
至
リ
テ
日
置
遷
御
打

捨
被
置
候
筋
層
モ
無
之
二
付
、
従
前
曖
昧
ノ
二
面
ヲ
一
掃
シ
、
改
テ
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皇
国
ノ
御
規
模
御
拡
張
ノ
御
措
置
有
之
度
」
と
、
　
「
処
分
」
の
必
要

を
説
き
な
が
ら
も
、
た
だ
そ
の
際
、
　
「
威
力
を
挾
、
侵
奪
ノ
所
為
二

出
候
テ
ハ
不
可
然
」
と
し
て
、
処
分
方
法
に
つ
い
て
十
分
廟
議
を
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
た
し
、
と
具
陳
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
井
上
の
案
は
、
琉
球
が
、
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
日

本
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
清
国
と
も
朝

貢
関
係
を
結
ん
で
い
る
事
態
に
鑑
み
、
い
ず
れ
「
内
地
一
軌
ノ
制
度
」

に
改
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
処
分
」
は
琉
球
側
に
対
し
、
十
分
説

得
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
に
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
の
井
上

の
案
も
、
あ
く
ま
で
「
皇
国
」
の
「
大
義
」
を
も
っ
て
「
彼
ノ
酋
長
」

の
「
不
戦
ノ
罪
ヲ
謎
責
」
す
る
と
い
う
形
で
の
、
い
わ
ば
天
皇
制
絶

対
主
義
官
僚
と
し
て
の
発
想
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼

の
い
う
説
得
も
、
容
易
に
門
威
力
」
に
よ
る
「
侵
奪
」
に
転
化
し
得

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
右
の
井
上
馨
の
建
議
と
ほ
ぼ
根
前
後
し
て
、
外
務
卿
副
島
種
随
も

建
議
を
な
し
、
　
「
尚
泰
ヲ
藩
王
ユ
封
シ
、
華
族
二
列
シ
、
其
外
交
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

遍
メ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
」
た
。
副
島
の
こ
の
建
議
は
、
　
「
当
時
機
密
二

心
ル
ヲ
以
」
て
、
直
接
三
条
太
政
大
臣
に
上
墨
さ
れ
た
と
い
う
が
、

原
文
は
早
く
逸
失
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
従
っ
て
そ
の
全
容
を
知

　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
外
務
量
器
が
、
次
に
見
る
よ

う
に
、
左
院
の
反
対
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ち
に
実
行
に
移

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
建
議
を
受
け
て
、
正
院
は
六
月
二
日
（
七
月
七
夕
）
、
左

院
に
対
し
、
琉
球
の
処
分
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
審
議
を
命
じ
て
い

る
が
、
そ
れ
に
紺
す
る
左
寄
の
答
申
は
、
琉
球
問
題
に
対
す
る
明
治

政
府
部
内
の
（
見
捨
て
ら
れ
は
し
た
が
）
、
も
う
一
方
の
意
見
と
し
て
、

と
り
あ
げ
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
院
は
こ
の
答
申
の
中
で
、
琉

球
の
日
・
清
へ
の
「
両
属
」
は
、
　
「
従
前
ヨ
リ
其
国
ノ
形
勢
」
で
あ

り
、
　
「
清
ニ
艦
名
ヲ
以
テ
服
従
シ
、
平
穏
ハ
実
ヲ
以
テ
服
従
」
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
面
こ
れ
を
「
名
義
不
正
」
と
な
し
、
強
い
て

「
我
力
一
方
二
属
」
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
「
清
ト
争
端
ヲ

開
ク
ニ
至
」
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
は
、
　
「
貫
文
ノ
名
」
を
捨
て

て
、
　
「
要
務
ノ
実
」
を
と
り
、
　
「
分
明
二
両
属
ト
見
散
ス
ヘ
シ
」
と

断
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
琉
球
国
主
鳳
楼
チ
琉
球
ノ
人
類
ニ
シ
テ
、

国
内
ノ
人
類
ト
同
＝
一
ハ
混
看
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
言
い
張
り
、
尚
泰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
華
族
に
列
す
る
と
い
う
黒
髪
外
務
卿
の
建
議
に
反
対
し
た
。

　
左
院
に
代
表
さ
れ
た
極
端
な
保
守
的
見
解
は
、
以
後
の
琉
球
処
分

の
過
程
で
は
、
ほ
と
ん
ど
政
治
的
効
力
を
見
る
こ
と
な
く
ほ
う
む
り
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去
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
み
じ
く
も
示
さ
れ
た
「
琉
球
ノ

人
類
」
　
「
国
内
ノ
人
類
」
芸
々
は
、
明
治
政
府
の
沖
縄
に
対
す
る
差

溺
政
策
の
中
に
、
潜
在
的
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
明
治
政
府
の
琉
球
問
題
に

つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
意
見
や
建
議
が
、
い
ず
れ
も
台
湾
で
の
琉
球
難

平
殺
害
事
件
の
情
報
が
清
国
滞
在
中
の
柳
原
前
光
か
ら
、
外
務
省
へ

報
告
さ
れ
て
（
新
暦
五
月
十
九
日
、
暇
暦
四
月
十
三
日
）
以
後
に
提
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
琉
球
閥
題
が
明
治
政
府
部

内
で
本
格
的
な
政
治
日
程
に
の
せ
ら
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
台
湾
事

件
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
直
激
す
る
明
治
政
府
の

「
琉
球
処
分
」
を
考
え
る
際
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
い
で
に
付
雷
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
こ
ろ
明
治
政
府
内
に
お

け
る
琉
球
問
題
は
、
主
と
し
て
外
務
省
を
中
心
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
両
属
」
的
地
位
に
お
か
れ
た
琉
球

問
題
の
解
決
は
、
そ
れ
自
体
、
清
国
と
の
何
ら
か
の
交
渉
も
し
く
は

紛
糾
を
予
測
せ
し
め
た
し
、
そ
の
意
味
で
、
当
時
琉
球
問
題
が
外
務

省
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い

え
る
。
し
か
し
、
琉
球
処
分
の
問
題
が
そ
の
当
初
か
ら
、
外
務
省
の
、

い
わ
ゆ
る
「
国
権
外
交
」
の
線
上
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、

明
治
政
府
に
よ
る
琉
球
処
分
の
性
格
が
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
副
島
外
務
卿
の
い
わ
ゆ
る
「
国
権
外
交
」
の
時
期
に
、

琉
球
問
題
は
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
。
副
島
は
、
大
久
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
推
薦
で
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
一
月
四
日
外
務
卿
の
任
に
就
き
、

囲
治
六
年
十
月
工
十
三
日
の
征
比
論
分
裂
で
下
野
す
る
ま
で
、
お
よ

そ
二
年
間
、
留
守
政
府
の
外
相
と
し
て
琉
球
問
題
に
着
季
し
、
台
湾

出
兵
を
画
策
し
た
。
試
み
に
副
島
外
務
卿
時
代
に
琉
球
に
対
し
て
と

ら
れ
た
一
連
の
措
施
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
明
治
五
年
七
月
、
鹿
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

島
県
を
通
じ
て
琉
球
の
来
朝
を
促
が
し
、
九
月
十
四
日
に
は
先
の
建

議
通
り
、
琉
球
国
王
尚
泰
を
藩
王
に
封
じ
、
華
族
に
列
せ
し
め
る
と

共
に
、
岡
二
十
八
日
付
を
も
っ
て
琉
球
の
外
交
事
務
を
停
止
し
外
務

省
の
管
轄
に
移
し
て
い
る
。
建
藩
宣
下
の
翌
碍
、
謝
島
は
早
速
、
「
辺

睡
ノ
要
地
」
た
る
琉
球
藩
が
、
　
「
二
面
我
藩
属
ノ
体
制
徹
底
二
至
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

面
様
、
御
処
分
有
之
度
」
と
、
数
力
条
の
建
議
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
翌
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
六
日
に
は
、
「
海
中
ノ
孤
島
、

境
界
分
二
二
無
之
候
テ
ハ
、
掠
奪
之
憂
モ
難
計
」
と
の
理
由
で
、
琉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

球
周
辺
の
諸
島
に
「
国
旗
」
を
立
て
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
と

並
ん
で
、
　
「
新
貨
幣
」
三
万
円
を
下
賜
し
て
藩
内
流
通
を
は
か
り
、
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上
京
使
飾
一
行
を
厚
遇
し
、
藩
王
に
対
し
て
は
東
京
に
邸
宅
を
与
え
、

琉
球
藩
負
債
二
十
万
両
の
消
却
の
た
め
の
便
宜
を
は
か
っ
て
や
り
、

さ
ら
に
琉
球
藩
貢
米
上
納
に
関
し
、
大
蔵
省
が
し
ぶ
る
の
を
押
し
て

琉
球
側
の
要
望
を
容
れ
、
さ
さ
や
か
な
減
税
措
置
を
施
す
な
ど
、
琉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

球
に
対
す
る
懐
柔
策
に
出
て
い
る
。

　
琉
球
に
対
す
る
矢
つ
ぎ
早
や
の
こ
の
一
連
の
措
置
は
、
こ
れ
と
密

着
し
て
画
策
さ
れ
た
台
湾
出
兵
計
画
の
、
い
わ
ば
準
備
的
施
策
で
も

あ
っ
た
。
台
湾
出
兵
が
今
は
至
上
命
令
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
大
義

名
分
で
あ
る
琉
球
に
対
し
、
一
見
優
遇
措
置
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

⑳
る
。　

琉
球
藩
設
置
の
立
役
者
は
、
以
上
で
の
べ
た
通
り
副
島
外
務
卿
で

あ
っ
た
。
琉
球
藩
の
設
置
は
、
島
台
計
画
の
ど
さ
く
さ
の
中
で
、
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
ば
「
討
藩
ノ
公
理
」
を
得
る
た
め
に
、
大
急
ぎ
で
お
こ
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
琉
球
処
分
へ
の
第
一
の
布
石
で
あ
っ
た
。

　
以
上
本
節
で
の
私
の
主
要
な
関
心
は
、
維
新
政
府
が
、
い
つ
ご
ろ

か
ら
、
ま
た
、
い
か
な
る
契
機
で
、
琉
球
問
題
を
と
り
あ
げ
た
か
を
、

史
料
の
上
か
ら
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ

る
「
琉
球
処
分
」
に
お
け
る
明
治
政
府
の
政
策
基
調
を
、
い
わ
ば
そ

ゆ
始
点
で
検
討
し
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た

重
要
な
点
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
一
に
、
維
新
政
府
が
は
じ
め
て
琉
球
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、

明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
鹿
児
島
か
ら
差
し
嵐
さ

れ
た
「
琉
球
管
轄
ノ
沿
革
調
書
」
も
、
政
府
の
命
を
受
け
て
で
あ
っ

た
。
周
知
の
如
く
、
廃
藩
置
県
は
、
従
来
の
封
建
的
割
拠
性
を
廃
絶

し
、
近
代
的
民
族
統
一
の
た
め
の
客
観
的
条
件
を
与
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
維
新
政
府
の
琉
球
間
話
解
決
へ
の
志
向
も
、
時
期
的
に
は
一

応
、
こ
う
し
た
日
本
国
内
の
客
観
的
状
況
に
対
応
し
て
い
る
か
に
見

え
た
。

　
第
二
に
、
明
治
政
府
に
お
け
る
琉
球
問
題
は
、
し
か
し
単
に
「
国

内
」
統
一
と
い
う
崇
高
な
使
命
の
み
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
解

決
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
逸
脱

し
、
つ
き
ぬ
け
て
、
琉
球
処
分
は
急
が
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
琉

球
処
分
の
問
題
は
、
単
独
に
、
内
政
上
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
す

ぐ
れ
て
外
政
上
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
台
湾
事
件
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
第
一
と
第
二
の
う
ち
、
後
者
の
方
が
主
要
な
側
面
で
あ
っ
た
、
と

私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
以
下
の
諸
節
で
も
述
べ

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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二
　
大
久
保
政
権
と
琉
球
処
分

　
服
部
之
総
氏
は
、
副
島
外
栢
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
国
権
外
交
」
と
、

そ
れ
を
踏
襲
し
た
大
久
保
敷
妙
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

副
島
外
相
時
代
の
国
権
外
交
の
本
質
は
、
以
上
の
ご
と
き
対
支
鮮
外
交

　
（
「
朝
鮮
従
っ
て
ま
た
支
那
を
犠
牲
と
す
る
何
ほ
ど
か
の
武
装
資
ホ
主
義
的
実
践
」
）
、

　
秘
魯
船
マ
リ
ア
・
ル
イ
ズ
号
事
件
、
そ
の
両
者
と
関
係
の
あ
る
対
露
樺
太

　
売
渡
案
、
こ
れ
ら
す
べ
て
と
妥
協
的
対
米
改
正
条
約
案
に
対
す
る
強
硬
反

　
対
と
い
う
全
関
連
に
お
い
て
孕
る
と
き
始
め
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す

　
る
。
曰
く
東
洋
町
お
よ
び
弱
小
扇
を
犠
牲
と
す
る
「
国
権
」
の
確
立
。
少

　
く
と
も
大
久
保
政
府
は
、
右
の
如
き
方
式
を
意
識
的
に
採
用
し
た
。
彼
は

　
こ
の
方
式
に
適
う
限
り
に
お
い
て
留
守
政
府
の
遺
産
を
踏
襲
し
、
か
え
っ

　
て
こ
の
方
式
を
危
う
く
す
る
怖
れ
を
も
っ
と
い
う
限
り
で
留
守
政
府
遺
烈

　
を
無
遠
慮
に
修
正
し
た
。

　
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
月
の
政
変
－
征
韓
論
分
裂
に
よ
っ
て

成
立
し
た
大
久
保
政
権
は
、
台
湾
出
兵
計
画
・
琉
球
処
分
問
題
の
二

つ
な
が
ら
副
島
の
「
国
権
外
交
」
を
そ
っ
く
り
受
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を

よ
り
強
力
に
現
実
化
す
る
。
本
節
で
は
、
大
久
保
政
府
の
も
と
で
決

行
さ
れ
た
台
湾
出
兵
と
対
訳
交
渉
、
そ
れ
と
密
着
し
な
が
ら
進
め
ら

れ
た
琉
球
処
分
の
過
程
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
て
に
兇
出
さ
れ
る
明

治
政
府
の
政
策
基
調
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
明
治
四
年
・
（
一
八
七
一
）
暮
れ
の
、
　
琉
球
難
民
殺
害
事
件
が
お
も

て
む
き
の
理
由
と
な
っ
て
決
行
さ
れ
た
明
治
政
府
の
台
湾
出
兵
に
つ

い
て
は
、
私
は
既
に
琉
球
処
分
と
の
関
連
に
お
い
て
く
わ
し
く
論
じ

て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
、
で
き
る
だ
け
重
複
を
さ
け
て
、
前
稿
で
は

ふ
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
補
足
す
る
形
で
、
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

　
明
治
五
…
六
年
（
一
八
七
二
…
七
三
）
に
お
け
る
征
台
の
計
画
は
、

駐
日
米
国
公
使
に
は
げ
ま
さ
れ
た
三
島
外
務
卿
が
中
心
で
あ
っ
た
。

一
方
同
じ
こ
ろ
国
内
に
は
、
配
下
の
近
衛
兵
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ

た
酉
郷
の
下
臥
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
工
つ
の
本
質
的
に
同
一
の
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
ど
ち
ら
が
先
に
な
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
結
局
、
西
郷
の
征
韓
論
が
優
先
さ
れ
、
こ
う
し
て
征
韓
論
は

明
治
六
年
十
月
の
破
裂
に
至
る
ま
で
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
つ
き
進
ん
で

行
く
。

　
数
台
と
征
韓
が
論
議
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
、
明
治
六
年
五
月
、
大

久
保
が
一
足
先
に
外
遊
か
ら
帰
国
す
る
。
大
久
保
と
て
ど
ち
ら
に
も

ま
ん
ざ
ら
反
対
で
は
な
い
。
し
か
し
、
岩
倉
も
伊
藤
も
ま
だ
帰
国
し

て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
西
郷
ら
士
族
派
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
も
と
で
の
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⑳

三
韓
に
は
反
対
だ
。
そ
の
上
、
大
久
保
は
外
遊
中
欧
米
で
種
々
学
ぶ

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
殖
産
興
業
」
の
た
め
の
基
礎
を
固
め
、
国
力
の

充
実
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
内

務
省
の
設
置
が
急
務
だ
。
大
久
保
は
副
島
に
そ
っ
と
さ
さ
や
い
た
。

　
自
分
等
は
欧
米
回
覧
の
使
命
を
奉
じ
て
僅
か
に
先
日
帰
朝
掛
け
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
奉
使
申
の
任
務
を
も
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
自
分
は
内
務
省
建
設

　
の
こ
と
に
就
き
て
色
々
毘
込
が
あ
る
か
ら
、
内
務
一
省
の
望
め
を
付
け
る

　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
間
、
五
十
日
間
だ
け
征
議
論
を
猶
予
し
て
呉
れ
た
な
ら
町
分
も
亦
征
韓
論

　
。
　
。
　
。
　
o
　
。
　
。
　
。
　
。
　
o
⑳

　
即
ち
影
身
に
同
意
せ
う
。

だ
が
、
副
島
や
西
郷
は
待
て
な
か
っ
た
。
大
久
保
も
今
は
何
と
し
て

で
も
西
郷
派
の
征
野
論
に
一
撃
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
か

く
て
征
韓
論
は
十
月
に
至
っ
て
両
派
が
激
突
し
、
つ
い
に
大
久
保
派

の
勝
利
に
終
る
。

　
今
や
大
久
保
の
思
う
通
り
に
事
は
運
ん
だ
。
彼
は
直
ち
に
内
務
省

設
置
に
着
手
し
、
十
一
月
十
臼
そ
の
認
可
を
得
、
二
十
九
日
に
自
ら

内
務
卿
の
地
位
に
就
き
、
翌
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
月
十
日
中

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
内
務
省
が
開
門
す
る
。
こ
う
し
て
、
大
久
保
内
閣
と
も
称
す
べ
き

官
僚
独
裁
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
酋
電
器
の
征
韓
論
を
一
刀
両
断
に
な
ぎ
た
お
し
た
大
久
保

は
、
か
え
す
刀
で
征
台
を
や
っ
て
の
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

副
島
が
ね
り
あ
げ
た
霞
台
の
計
画
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ

ぐ
こ
と
を
大
久
保
政
府
は
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八

七
四
）
二
月
、
大
久
保
（
参
議
・
内
務
卿
）
　
・
大
隈
（
参
議
・
大
蔵

卿
）
両
人
連
名
で
閣
議
に
提
撮
さ
れ
た
「
台
湾
蕃
地
処
分
要
略
」
の

竪
猿
に
は
、
　
「
我
藩
競
買
ル
琉
球
人
民
ノ
殺
害
セ
ラ
レ
シ
ヲ
報
復
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヘ
キ
ハ
日
本
帝
国
政
府
ノ
義
務
」
で
あ
る
こ
と
が
か
か
げ
ら
れ
た
。

　
大
久
保
政
府
は
、
一
方
で
爾
郷
従
道
を
台
湾
に
出
兵
さ
せ
て
「
討

蕃
」
を
進
め
さ
せ
る
と
共
に
、
他
方
で
柳
原
前
光
を
清
国
に
派
遣
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

て
「
交
渉
」
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
使
節
と
用
兵
の
二
本
建
て
は
、

副
島
外
務
卿
の
時
、
リ
ゼ
ソ
ド
ル
の
組
立
て
た
軍
略
で
あ
っ
た
。
紺

清
交
渉
が
難
行
す
る
や
、
大
久
保
は
自
ら
北
京
談
判
を
決
意
し
、
八

月
六
日
東
京
を
た
っ
て
清
国
へ
向
つ
た
。
出
発
に
先
立
ち
、
彼
は
琉

球
藩
事
務
を
外
務
省
か
ら
内
務
省
の
管
轄
に
移
す
こ
と
を
忘
れ
な
か

っ
た
（
七
月
十
二
日
）
。

　
琉
球
民
殺
害
事
件
に
端
を
発
し
た
は
ず
の
今
圓
の
征
台
を
め
ぐ
る

紛
争
で
、
北
京
に
の
り
こ
ん
だ
わ
が
全
権
使
節
は
、
柳
原
も
大
久
保

も
、
　
「
琉
球
」
の
こ
と
は
表
立
て
て
口
に
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
当
初
か
ら
の
朋
治
政
府
の
方
針
で
あ
り
、
こ
の
方
針
は
交
渉
の
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最
後
ま
で
貫
か
れ
た
。
　
「
互
換
条
款
」
に
お
い
て
も
つ
い
に
「
琉

球
」
と
い
う
言
葉
は
見
つ
か
ら
な
い
。
琉
球
所
属
の
問
題
は
、
そ
の

こ
と
自
体
、
外
交
的
配
慮
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
琉
球
の
所

属
が
明
確
に
さ
れ
な
い
今
、
そ
の
論
議
に
時
を
費
す
な
ら
ば
、
征
馬

の
名
分
さ
え
あ
や
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
今
は
、
台
湾
出

兵
を
合
理
化
し
、
正
当
化
す
る
と
共
に
、
今
後
に
予
定
さ
れ
た
琉
球

所
属
問
題
を
、
日
本
に
有
利
に
導
く
た
め
の
伏
線
を
引
い
て
お
く
こ

と
に
あ
る
。
北
京
に
の
り
こ
ん
だ
大
久
保
は
、
そ
の
た
め
に
も
．
つ
ば

ら
「
万
国
公
法
」
　
（
近
代
国
際
法
）
を
引
き
あ
い
に
、
台
蕃
の
地
が

清
国
領
で
な
い
こ
と
を
畏
い
張
り
、
清
国
側
を
説
得
す
る
こ
と
に
努

力
を
払
っ
た
。
大
久
保
の
随
員
の
一
人
で
あ
っ
た
井
上
毅
（
当
時
司

法
省
七
等
出
仕
）
の
言
に
よ
れ
ば
、
「
大
久
保
公
が
北
京
に
在
る
や
、

我
等
と
共
に
、
殆
ん
ど
毎
日
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ト
博
士
を
中
心
と
し
て
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
公
法
の
研
究
に
勤
め
、
恰
も
質
問
会
の
観
を
為
せ
り
」
と
云
う
。

　
大
久
保
が
常
に
伝
家
の
宝
刀
の
如
く
持
ち
出
し
た
、
　
い
わ
ゆ
る

「
万
国
公
法
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
少
し
く
説
明
し
て
お

こ
う
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
万
国
公
法
」
に
よ
る
「
領
土
主
権
」
と
は
、

大
久
保
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
“
「
万
国
公
法
に
云
へ
り
、

新
発
見
の
地
は
先
づ
実
力
を
以
て
之
を
占
有
し
、
之
に
官
衙
を
設
け
、

其
他
の
実
益
を
傷
む
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
決
し
て
之
を
主
権
者
と
認

む
る
こ
と
を
得
ず
」
と
。
従
っ
て
、
　
「
蕃
地
が
果
し
て
貴
国
の
領
土

と
せ
ば
、
之
に
対
す
る
施
政
の
実
績
な
か
る
可
か
ら
ず
、
公
法
に
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
て
、
予
は
断
じ
て
貴
国
の
管
轄
に
あ
ら
ざ
る
を
確
信
す
」
と
。
大

久
保
が
唯
一
の
聖
典
に
す
る
「
万
国
公
法
」
と
は
一
体
何
か
。
か
っ

て
外
遊
中
、
鉄
血
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
は
親
し
く
大
久
保
に
教
え
た
。

い
わ
く
、
　
「
彼
の
所
謂
公
法
な
る
も
の
は
、
平
常
は
列
国
の
権
利
を

保
全
す
る
の
群
類
と
言
ふ
と
難
、
大
国
の
利
益
を
争
ふ
や
、
己
に
利

益
あ
れ
ば
、
公
法
を
取
て
少
も
動
か
ず
、
若
し
不
利
益
な
れ
ば
翻
す

に
兵
力
を
以
て
し
、
固
よ
り
常
守
す
る
こ
と
無
し
」
云
女
。
強
大
国

に
よ
る
弱
小
国
の
侵
略
を
合
理
化
す
る
「
典
憲
」
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
万
国
公
法
」
な
る
も
の
の
正
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
大
久
保
は
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
「
万
国
公
法
」
を
活
用
し
た
。
さ

す
が
の
大
久
保
も
、
台
蕃
の
地
が
清
国
領
で
な
い
こ
と
を
、
清
国
官

憲
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
「
支
那
ノ
属
地
ご
非
レ

ハ
支
那
ヨ
リ
銀
ヲ
膨
ス
ノ
謂
レ
無
キ
ト
ノ
論
二
二
ス
可
シ
」
と
、
ウ

ェ
ー
ド
（
駐
華
英
国
公
使
）
に
は
ひ
に
く
ら
れ
な
が
ら
、
そ
そ
く
さ

と
「
償
金
」
を
手
に
入
れ
て
ひ
き
さ
が
っ
た
。

　
さ
て
、
北
京
談
判
を
終
え
て
帰
国
（
十
一
月
十
三
日
）
し
た
大
久
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保
は
、
い
よ
い
よ
琉
球
藩
処
分
に
着
手
す
る
。
先
回
の
如
く
、
大
久

保
は
北
京
に
出
発
す
る
直
前
の
七
月
十
二
日
、
琉
球
藩
事
務
を
内
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

省
に
移
管
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
帰
国
後
ひ
と
月
た
っ
た
十
二

月
十
五
日
に
は
、
　
「
琉
球
藩
処
分
着
手
ノ
儀
二
一
伺
」
書
を
、
太
政

大
臣
へ
提
出
し
て
い
る
。
大
久
保
内
務
卿
は
そ
の
中
で
、
　
「
今
般
清

国
茄
談
判
ノ
末
、
｛
番
地
部
脚
征
一
討
ハ
同
国
ヨ
リ
義
挙
ト
見
靭
船
メ
、
：
：
：
（
琉

球
が
）
幾
分
力
我
版
図
タ
ル
実
弟
ヲ
表
シ
候
へ
共
、
未
タ
判
然
タ
ル

成
局
二
難
至
、
各
国
ヨ
リ
異
論
無
之
ト
申
場
合
二
到
兼
、
万
国
交
際

ノ
臨
終
二
臨
ミ
、
此
儘
差
置
候
テ
ハ
他
日
ノ
故
障
」
に
な
る
か
も
知

れ
ぬ
、
既
に
「
処
分
」
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
た
て
て
あ
る
か
ら
、
琉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

官
の
上
京
を
命
ぜ
ら
れ
た
い
、
と
要
請
し
た
。

　
か
く
て
翌
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
早
々
、
琉
球
藩
か
ら
は
三
司
官

与
那
原
親
方
ほ
か
数
人
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
。
大
久
保
は
彼
ら
に
向

っ
て
、
　
「
征
蕃
ノ
顯
末
・
清
国
談
判
ノ
曲
折
・
方
今
ノ
形
勢
・
情
実

名
分
条
理
等
」
を
説
諭
し
、
清
国
か
ら
の
「
倣
金
」
に
よ
っ
て
「
蒸

気
船
」
一
艘
と
被
災
者
へ
の
「
撫
憤
米
」
の
蔵
前
を
告
げ
、
さ
ら
に

「
謝
恩
」
の
た
め
硬
玉
の
上
京
、
明
治
の
年
号
を
使
用
す
る
こ
と
、

輔
導
職
糊
の
改
革
等
々
、
処
分
の
方
針
を
矢
つ
ぎ
早
や
に
提
示
し
、

「
漏
習
二
拘
泥
シ
、
目
前
項
々
タ
ル
小
得
失
」
を
と
や
か
く
拾
い
集

め
て
、
政
府
の
「
御
改
正
」
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
言

い
聞
か
せ
て
い
る
。

　
次
い
で
同
年
五
月
、
琉
球
処
分
の
「
着
手
順
叙
ノ
見
込
」
を
整
え

た
大
久
保
政
府
は
、
内
務
大
丞
黒
砂
道
之
を
処
分
官
に
任
じ
、
い
よ

い
よ
琉
球
処
分
強
行
に
乗
り
出
す
。

　
松
田
は
政
府
の
命
を
奉
じ
て
前
後
三
回
渡
嚇
し
、
琉
球
士
族
層
の

反
対
を
押
し
て
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
三
月
十
一
日
、
琉
球

藩
を
廃
し
沖
縄
県
を
設
置
す
る
旨
を
布
達
し
、
同
三
十
一
日
を
限
り

首
里
城
の
明
け
渡
し
を
命
じ
た
。
第
一
回
の
松
眠
処
分
官
の
派
遣
か

ら
、
廃
藩
置
県
に
至
る
、
松
田
－
政
府
の
説
得
・
脅
迫
お
よ
び
琉
球

士
族
層
の
反
対
・
歎
願
の
一
連
の
経
過
を
、
く
わ
し
く
た
ど
る
暇
は

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
処
分
の
過
程
で
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
明

治
政
府
の
基
本
的
な
政
策
を
検
討
す
る
。

　
明
治
政
府
が
、
琉
球
を
，
「
我
が
臼
本
政
府
ノ
版
図
タ
ル
コ
ト
ヲ
判

然
表
章
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
理
由
」
と
し
て
公
言
し
た
も
の
は
、

第
一
に
外
国
か
ら
の
琉
球
占
領
の
危
機
で
あ
り
、
第
二
に
「
日
本
政

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

府
ノ
体
面
」
で
あ
っ
た
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
既
述

の
如
く
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
、
琉
球
周
辺
の
諸
島
に
「
御

国
旗
」
を
立
て
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
も
、
　
「
海
中
ノ
孤
島
境
界
分
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②

明
二
無
筆
候
テ
ハ
外
国
掠
奪
之
憂
モ
難
計
尋
問
」
と
説
明
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
果
し
て
こ
の
妾
時
「
外
国
掠
奪
之
憂
」
が
さ
し
迫
っ
た

現
実
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
そ
の
よ
う
な
危
機

は
な
か
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
む
ろ
ん
た
と
え
ば
英
人
．
ハ
ル
フ
ォ

ー
ル
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
今
期
シ
我
英
国
二
於
テ
如
此
キ
群

島
（
琉
球
）
ヲ
得
、
器
質
ヲ
置
キ
以
テ
太
平
海
中
尊
罰
ノ
所
ト
セ
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

東
洋
二
於
ケ
ル
英
園
ノ
地
位
ハ
尚
国
歩
ヲ
進
ル
ヲ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」

と
、
侵
略
者
ら
し
い
口
吻
を
も
ら
す
老
も
居
る
に
は
い
た
。
と
は
い

え
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
明
治
政
府
は
、
米
国
や
そ
の
他
の
西
欧
各
国

の
あ
と
お
し
か
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
承
認
を
得
て
琉
球
処
分
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
出
し
た
で
は
な
い
か
。

　
明
治
政
府
が
琉
球
処
分
に
際
し
て
公
言
し
た
第
二
の
点
、
つ
ま
り

「
政
府
ノ
体
面
」
云
々
に
つ
い
て
は
本
節
の
最
後
に
ふ
れ
る
。
と
も

か
く
、
明
治
政
府
は
琉
球
側
に
有
無
を
言
わ
せ
ず
、
強
圧
的
に
「
処

分
」
を
断
行
し
た
。
し
か
も
、
琉
球
処
分
で
は
明
治
政
府
の
こ
の
方

針
の
み
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
実
現
し
た
。
た
だ
、
同
じ
く
政
府
部

内
で
提
示
さ
れ
た
別
の
、
可
能
な
、
し
か
も
妥
当
な
「
処
分
」
の
方

向
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
琉
球
処
分
に

つ
い
て
提
出
さ
れ
た
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
立
野
見
」
に
示
さ
れ
て
い
る

「
処
分
」
の
方
向
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
は
無
益

で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
琉
球
処
分
に
あ
た
っ
て
明
治
政
府
は
、
仏
人
法
律
顧
問
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
の
意
見
を
算
し
た
。
　
こ
れ
に
答
え
て
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

三
月
十
七
日
付
で
提
出
さ
れ
た
の
が
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
書

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
お
よ
そ
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。
第
一
は
、

琉
球
処
分
の
際
予
測
さ
れ
る
清
国
か
ら
の
異
議
に
ど
う
対
処
す
る
か
、

に
つ
い
て
の
顧
慮
。
第
二
に
、
地
理
的
・
歴
史
的
に
貨
本
の
他
の
地

域
と
多
少
そ
の
地
位
を
異
に
す
る
琉
球
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て

応
仁
の
政
権
を
及
ぼ
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
の
配
慮
。
ま
ず
第
一
の

点
に
つ
い
て
は
、
　
「
千
八
百
七
十
四
年
日
本
支
那
両
国
間
二
取
結
ヒ

タ
ル
条
約
ノ
幽
妙
幸
－
ナ
ル
結
果
ノ
一
行
、
琉
㎜
球
一
群
二
日
本
ノ
権
ア
ル
コ

ト
ヲ
二
二
細
砂
シ
タ
ル
ニ
在
り
、
夫
レ
台
湾
蕃
人
ノ
惨
害
ヲ
蒙
り
タ

ル
航
海
者
ハ
琉
球
島
ノ
人
民
ナ
ル
コ
ト
ハ
支
那
二
於
テ
知
ル
所
ナ
リ
、

而
シ
テ
条
約
面
中
二
其
人
民
ヲ
日
本
臣
民
ト
名
称
シ
タ
リ
」
と
述
べ
、

条
約
上
日
本
は
既
に
琉
球
の
日
本
所
属
を
清
国
に
認
め
さ
せ
た
と
解

釈
す
る
。
し
か
し
現
実
に
琉
球
の
対
清
国
朝
貢
関
係
を
断
絶
さ
せ
る

に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
る
べ
き
か
。
　
「
広
州
ノ
公
館
ヲ
廃
シ

及
皿
貝
献
モ
“
為
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
直
チ
ニ
青
玉
二
命
ス
ベ
キ
カ
、
或
ハ
蒲
則
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「琉球処分」と民族統一の問題（金城）

以
テ
支
那
ト
談
合
ス
ベ
キ
カ
、
此
ノ
終
り
ノ
策
ヲ
取
ル
可
キ
ナ
リ
翫

と
、
前
以
っ
て
の
対
清
團
談
判
を
な
す
べ
き
だ
、
と
い
う
。
次
に
第

二
の
点
に
つ
い
て
は
、
　
「
実
二
日
本
ハ
琉
球
住
民
二
対
シ
其
我
二
従

属
ス
ル
ヲ
要
求
ス
ル
権
ア
リ
」
と
し
な
が
ら
、
琉
球
が
地
理
的
な
遠

隔
お
よ
び
歴
史
的
な
「
曖
昧
ナ
ル
来
歴
砿
の
故
に
、
家
事
の
他
の
地

方
と
異
な
り
、
「
従
来
日
本
政
府
二
対
シ
多
少
ノ
独
立
ヲ
成
シ
」
て
来
，

た
状
況
を
考
慮
し
て
，
　
「
暫
時
ニ
チ
モ
多
少
ノ
独
立
ヲ
許
シ
置
ク
町

並
賢
宰
ト
云
フ
可
キ
ナ
リ
」
と
し
、
従
っ
て
「
其
土
地
ノ
古
来
古
事

ノ
〃
特
免
及
免
税
ヲ
珈
叫
力
｛
仔
シ
羅
キ
、
以
テ
住
民
ノ
信
従
ヲ
受
ク
ル
ノ

利
益
ア
リ
、
故
二
日
本
ハ
当
・
今
ノ
亜
王
二
面
ラ
諸
官
ヲ
命
ズ
ル
ノ
権

ヲ
許
シ
置
キ
、
唯
ダ
政
事
兵
事
裁
判
及
理
財
牢
乎
テ
最
重
要
ナ
ル
春

ノ
ミ
ハ
亜
王
其
人
ヲ
選
挙
シ
テ
日
本
之
二
許
可
ヲ
与
フ
可
シ
」
と
し

た
。
さ
ら
に
彼
は
法
律
の
専
門
家
ら
し
く
、
琉
球
の
刑
法
を
「
校

訂
」
し
、
　
「
日
本
ノ
刑
法
ヨ
リ
苛
刻
ナ
ル
コ
ト
無
カ
ラ
シ
メ
、
若
シ

浸
本
ノ
刑
法
ヨ
ル
寛
ナ
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
之
ヲ
改
ム
可
カ
ラ
ズ
、
然
ル

蔀
戸
人
民
ハ
其
校
訂
二
付
キ
大
二
欣
悦
ス
ベ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
や
や
長
き
に
わ
た
っ
て
、
　
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
を
紹

介
し
た
の
で
あ
る
が
、
琉
球
処
分
の
過
程
で
、
明
治
政
府
が
こ
の

「
意
見
」
に
全
く
従
っ
た
と
い
う
の
で
蝕
な
い
。
反
対
に
、
琉
球
処

分
に
際
し
て
、
明
治
政
府
は
こ
の
「
意
見
」
を
は
る
か
に
越
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
か
も
よ
り
強
力
に
「
処
分
」
を
断
行
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
明
治
政
府
は
琉
球
処
分
を
強
行
す
る
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
、
清
国
と
の
談
判
を
む
し
ろ
極
力
さ
け
て
来
た
し
、
第
二
の
点
に

関
し
て
言
え
ば
、
「
意
見
」
に
全
く
耳
を
か
し
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
私
が
こ
の
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
を
重
視
し
た
い
の

は
、
当
聴
に
お
け
る
琉
球
処
分
の
一
つ
の
可
能
な
（
明
治
政
府
の
も

と
で
）
、
し
か
も
叢
る
程
度
妥
轟
な
方
向
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
後
節
で
再
度
ふ
れ
る
）
。

　
本
節
で
私
は
、
琉
球
処
分
の
過
程
で
貫
か
れ
た
明
治
政
府
の
政
策

基
調
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
試
み
た
。
従
っ
て
最
後
に
、
そ
の
点
に

即
し
て
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
琉
球
処
分
の
問
題
は
、
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、
当

然
増
国
と
の
係
争
が
予
想
さ
れ
た
。
琉
球
側
の
「
処
分
」
反
対
の
理

由
も
ま
た
対
清
関
係
へ
の
顧
慮
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
政
府

は
処
分
着
手
の
当
初
か
ら
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
十
分
承
知
の
上
で
処

分
を
急
い
だ
。
明
治
政
府
は
琉
球
藩
処
分
を
以
っ
て
、
　
「
清
圏
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ノ
儀
、
　
両
国
交
際
上
二
差
響
キ
、
　
尤
難
件
」
と
考
え
な
が
ら
も
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
対
清
国
談
判
を
、
台
湾
事
件
当
時
か
ら
一
貫
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し
て
避
け
て
来
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
明
治
政
府
は
琉
球
問
題
を
介

し
て
清
国
と
敵
対
し
、
挑
発
し
、
つ
い
に
「
猪
鹿
之
狩
猟
周
様
〕
の

無
用
な
台
湾
出
兵
ま
で
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た

の
は
、
ア
ジ
ア
の
隣
国
に
対
す
る
「
和
好
ト
で
は
な
く
、
ま
さ
に
弱

小
国
に
対
す
る
侵
略
で
あ
る
。
琉
球
処
分
は
、
か
か
る
盟
治
政
府
の

「
外
交
」
の
上
で
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
琉
球
処
分
は
明
治
政
府
が
「
内
政
」
上
、
捨
て
お
か
れ

ぬ
此
丈
と
し
て
で
な
く
、
外
に
対
す
る
「
我
日
本
政
府
ノ
体
面
」
も

し
く
は
「
国
権
」
の
確
立
と
い
う
側
面
だ
け
が
、
一
方
的
に
強
調
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
た
形
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
で
処
分

は
急
が
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
内
政
問
題
と
し
て
の

琉
球
に
対
す
る
諸
「
改
心
」
は
、
置
県
後
に
お
い
て
さ
え
、
ほ
と
ん

ど
鼻
嵐
さ
れ
た
。
明
治
政
府
に
と
っ
て
、
こ
の
際
必
要
な
の
は
「
国

権
」
の
確
立
で
あ
り
、
琉
球
の
内
政
改
革
は
さ
ほ
ど
重
要
な
課
題
で

な
く
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
、

殆
ん
ど
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
　
む
し
ろ
琉
球
の

「
旧
来
ノ
慣
習
ト
ナ
ル
モ
ノ
蹴
返
メ
テ
破
ラ
サ
ル
ヲ
主
日
と
す
る
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
旧
慣
温
存
の
方
針
を
も
っ
て
、
　
「
県
治
ノ
一
大
主

義
ナ
リ
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
は
、
以
後
沖
縄
県
政
に

つ
い
て
の
明
治
政
府
の
「
一
大
主
義
」
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
行
く
。

三
　
三
島
問
題
の
意
味
す
る
も
の

　
「
抑
々
政
府
の
方
針
た
る
や
、
廃
藩
は
第
二
義
に
し
て
、
其
の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
義
は
、
清
国
と
の
関
係
を
更
む
る
に
在
り
」
。
琉
球
旧
来
の
対
清

国
関
係
を
廃
絶
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
琉
球
処
分
の
主
眼
で
あ
っ
た
。

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
五
月
置
松
田
を
処
分
官
と
し
て
急
ぎ
渡
琉

さ
せ
た
の
も
、
こ
の
年
二
月
清
国
で
は
光
緒
帝
が
即
位
し
た
た
め
、

琉
球
王
府
で
は
例
に
よ
っ
て
賀
好
古
派
遣
の
議
が
と
り
ざ
た
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
　
「
機
に
先
ち
て
之
れ
を
綱
せ
ん
と
し
た
」
た
め
で
あ
っ

⑫
た
。　

琉
球
の
い
わ
ゆ
る
「
日
支
両
属
篇
に
つ
い
て
は
、
明
治
政
府
は
そ

の
当
初
か
ら
「
名
義
不
当
」
と
し
て
、
早
晩
解
決
す
る
構
え
を
見
せ

た
。
し
か
し
そ
れ
の
解
決
は
、
琉
球
の
こ
れ
ま
で
の
対
清
国
関
係
一

切
を
と
り
払
う
こ
と
で
あ
り
、
日
清
間
の
深
刻
な
外
交
交
渉
を
そ
れ

は
予
想
さ
せ
た
か
ら
、
明
治
政
府
は
慎
重
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。

台
湾
事
件
に
お
け
る
巳
清
外
交
交
渉
の
際
に
、
で
き
る
だ
け
琉
球
の

「
両
属
」
問
題
を
論
議
す
る
こ
と
を
避
け
て
来
た
の
も
、
明
治
政
府

の
槙
重
な
外
交
的
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
藤
、
明
治
政
府
は
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い
ず
れ
清
国
と
の
關
に
、
琉
球
の
所
属
を
め
ぐ
（
．
て
の
論
争
を
予
想

し
、
い
わ
ゆ
る
近
代
国
際
法
上
、
琉
球
に
対
す
る
主
権
の
保
有
を
主

張
し
う
る
根
拠
を
確
立
す
る
た
め
、
矢
つ
ぎ
早
や
に
既
成
事
実
を
つ

み
あ
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
琉
球
藩
設
置
以
来
の
明
治
政
府
の
一
連
の
施
策
が
、

す
べ
て
外
交
的
配
慮
の
み
か
ら
な
さ
れ
て
来
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
多
少
な
り
と
も
、
民
族
の
近
代
的
統
一
を
め
ざ
し
て
進
む

日
本
国
内
の
客
観
的
歴
史
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
た
し
、
馨
実
、
明

治
政
府
の
琉
球
処
分
は
、
琉
球
の
日
本
へ
の
罠
族
的
一
体
化
の
た
め

の
客
観
的
条
件
を
与
え
も
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
お
け

る
明
治
政
府
の
「
功
績
」
の
み
を
一
方
的
に
強
調
す
る
な
ら
ば
、
岡

じ
政
尉
の
も
と
で
爾
策
さ
れ
た
二
島
（
宮
古
・
八
重
山
）
を
分
割
し
、

民
族
を
分
断
し
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
野
島
問
題
」
の
意
味
を
、

あ
い
ま
い
に
す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
二
島
の
分
割
の
謀
議
は
、
現

実
に
は
効
力
を
発
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
琉
球
問
題
に
紺
す
る

明
治
政
府
の
政
策
を
、
い
わ
ば
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
と
私

は
考
え
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
琉
球
の
所
属
を
め
ぐ
る
屡
清
間
の

外
交
交
渉
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
三
島
問
題
篇
が
提
起
さ
れ

た
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
か
、
等
を
中
心
に
と
り

あ
げ
て
、
　
「
．
畑
島
問
題
」
の
意
味
す
る
こ
と
が
ら
を
考
え
て
み
た
い
α

　
琉
球
の
所
属
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
外
交
交
渉
は
、
開
治
七
年
（
一

八
七
四
）
日
本
の
台
湾
出
兵
の
時
か
ら
、
鋼
程
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
前
述
の
如
く
、
明
治
政
府
は
極
力
琉
球
所
属
問
題
に

つ
い
て
の
論
議
を
避
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

九
月
、
重
圏
駐
捌
森
公
使
は
、
李
早
撃
か
ら
琉
球
の
進
貢
使
差
止
・

琉
球
所
属
等
の
件
に
つ
い
て
質
聞
を
受
け
た
時
、
先
の
政
府
の
訓
令

（
註
⑳
参
照
）
通
り
「
聾
著
」
を
粧
っ
て
、
「
本
膳
相
心
得
不
申
偏
コ

向
承
知
不
致
」
と
、
　
「
不
図
不
見
」
の
態
度
で
「
漫
然
」
と
応
答
し

　
　
⑭

て
い
る
。
既
に
明
治
政
府
は
明
治
八
年
五
月
、
琉
球
に
対
し
清
国
へ

の
朝
質
使
・
慶
賀
使
の
派
遣
お
よ
び
清
麟
か
ら
冊
封
を
受
け
る
こ
と

を
禁
じ
、
翌
明
治
九
年
遅
月
一
日
付
で
、
太
政
大
臣
か
ら
琉
球
藩
へ

次
の
よ
う
に
厳
達
さ
れ
た
。

　
・
：
・
：
一
慰
謝
清
嗣
四
へ
対
ス
ル
駆
礼
ノ
儀
ハ
、
我
閏
圃
体
ト
團
鳳
権
守
ト
ニ
…
閲
四
ス
ル
特
筆

　
モ
大
ナ
ル
モ
ノ
ェ
付
、
断
然
謝
…
絶
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ト
ノ
、
深
臨
爆
ナ

　
ル
御
劇
職
議
歳
出
タ
ル
儀
二
罐
駅
条
、
甘
バ
一
藩
姑
一
心
ノ
櫨
掴
ヲ
酌
皿
皿
ス
ヘ
キ
謄
肋
ユ

　
無
之
、
依
テ
向
後
知
何
様
歎
願
候
ト
モ
、
採
用
不
相
成
候
条
、
厚
ク
可
相

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
心
得
、
趣
旨
衰
齢
候
事

さ
ら
に
翌
年
六
月
七
日
内
務
省
布
令
を
も
っ
て
琉
球
か
ら
清
国
渡
航
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を
許
可
翻
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
琉
球
の
対
清
園
関
係

　
　
　
　
⑳

を
遮
断
し
た
。

　
琉
球
の
対
清
国
関
係
を
旧
の
ま
ま
存
続
さ
せ
る
よ
う
、
明
治
政
府

へ
歎
願
の
た
め
当
時
上
京
中
の
琉
球
藩
吏
か
ら
、
以
上
の
こ
と
が
駐

臼
清
国
公
使
へ
知
ら
さ
れ
る
と
共
に
、
い
よ
い
よ
琉
球
問
題
は
瞬
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

間
の
外
交
交
渉
の
舞
台
で
論
議
さ
れ
出
す
。

　
開
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
九
月
に
は
、
清
国
公
使
何
如
璋
は
、
三

日
・
十
八
日
・
二
十
七
研
と
、
三
度
臼
本
外
務
省
に
足
を
運
び
、
琉

球
の
進
貢
差
止
の
理
由
を
正
し
、
清
国
に
も
「
附
属
」
し
て
来
た
琉

球
を
、
一
方
的
に
日
本
の
「
属
地
偏
と
し
た
こ
と
に
抗
議
し
、
さ
ら
に

十
月
七
日
（
梅
暦
光
緒
閥
年
九
月
＋
二
日
）
付
、
何
如
璋
・
張
斯
桂
（
副

使
）
両
人
連
署
で
外
務
獅
寺
島
宛
の
書
簡
の
中
で
、
　
「
堂
女
タ
ル
大

滝
【
」
日
本
が
、
　
「
隣
黒
父
二
黒
同
キ
、
弱
国
ヲ
歎
…
キ
、
此
ノ
不
儒
…
不
兼
帆
・

無
情
無
理
ノ
事
」
を
為
す
こ
と
は
、
日
浩
…
修
好
条
規
に
も
背
く
も
の

だ
、
と
断
じ
、
十
一
月
二
十
九
日
（
十
一
月
初
六
日
）
同
じ
く
寺
島

外
務
卿
宛
書
翰
で
は
、
「
数
年
来
信
使
陣
二
通
ス
レ
ト
モ
乃
チ
令
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
カ

琉…

?
二
発
ス
ル
血
鯛
ハ
並
ッ
テ
一
嵩
ロ
ヲ
　
以
テ
畑
胴
北
国
ケ
サ
レ
ハ
恐
ク
ハ
隣

交
ヲ
重
ソ
シ
友
宜
ヲ
修
ム
ル
所
以
ノ
道
二
非
サ
ル
ナ
リ
」
と
、
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
や
り
方
を
な
じ
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
外
務
卿
寺
島
は
、
琉
球
の
処
分
は
日
本
の
「
内
政
」

上
の
闇
題
で
あ
り
、
い
ち
い
ち
清
国
に
告
げ
る
必
要
は
な
い
、
し
か

る
に
、
　
「
忽
然
我
政
府
下
向
テ
先
生
仮
想
ノ
暴
言
ヲ
発
ス
思
量
隣
交

ヲ
重
シ
友
宜
ヲ
修
ム
ル
ノ
道
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
や
り
か
え
し
、
　
「
堂
々

タ
ル
大
国
」
云
々
の
「
暴
需
」
取
り
消
し
を
要
求
し
、
そ
の
謝
罪
撤

消
ま
で
は
今
後
こ
の
件
に
つ
い
て
の
交
渉
に
応
じ
な
い
と
の
強
い
態

　
　
　
　
⑲

度
を
示
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
日
清
聞
の
外
交
交
渉
は
、
事
実

上
覧
ら
の
進
展
も
な
い
ま
ま
こ
の
年
は
暮
れ
た
。
こ
の
交
渉
の
停
頓

は
、
実
は
例
の
書
翰
取
消
し
を
責
め
立
て
つ
つ
、
交
渉
を
避
け
、
も

し
く
は
先
へ
延
ば
そ
う
と
意
図
し
た
臼
本
の
外
交
戦
術
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
時
を
か
せ
ぎ
な
が
ら
、
他
方
明
治
政
府
は
、
翌
明
治
十
二

年
（
一
八
七
九
）
一
月
お
よ
び
三
月
に
、
再
度
・
三
度
松
田
を
処
分

官
と
し
て
琉
球
へ
派
遣
し
、
つ
い
に
廃
藩
置
梁
の
処
分
を
断
行
し
た
。

む
ろ
ん
こ
れ
に
対
し
て
も
清
鼠
公
使
は
外
務
省
へ
抗
議
し
、
中
止
を

申
し
入
れ
て
い
る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
　
「
自
分
相
考
へ
候
ユ
ハ

今
般
漁
只
政
府
ノ
御
所
分
タ
ル
我
国
政
府
ノ
面
皮
ヲ
論
敵
レ
タ
ル
ト
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

様
一
存
候
」
と
、
不
満
を
の
べ
る
こ
と
が
関
の
山
で
あ
っ
た
。

　
公
平
に
言
っ
て
、
と
い
う
よ
り
も
客
観
的
歴
史
的
に
見
て
、
琉
球
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所
属
を
め
ぐ
る
B
清
間
の
外
交
論
争
で
は
、
日
本
は
よ
り
有
利
な
立

場
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
ど
ち
ら
に
分

が
あ
る
か
を
論
定
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
日
・
清
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の

言
い
分
を
い
ち
い
ち
列
挙
す
る
こ
と
は
、
こ
の
際
あ
ま
り
意
味
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
所
属
」
が
決
め
ら

れ
よ
う
と
す
る
琉
球
三
十
万
余
の
人
び
と
の
政
治
的
運
命
な
の
だ
。

臼
・
清
の
当
事
者
は
そ
れ
を
ど
う
考
え
た
か
。
参
考
ま
で
に
付
記
し

て
お
こ
う
。
寺
島
外
務
卿
”
「
要
ス
ル
昌
運
管
轄
ハ
人
心
ノ
服
否
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ア
ラ
ス
現
在
着
手
ノ
如
何
ニ
ア
リ
」
。
弄
い
わ
く
「
（
琉
球
人
ハ
）
併

シ
随
分
狡
猜
ナ
リ
」
云
々
。
何
公
使
受
け
て
、
　
「
我
方
ニ
チ
ハ
此
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ノ
人
ヲ
築
尋
人
（
お
ろ
か
者
の
意
）
ト
称
シ
分
ラ
ヌ
者
ト
看
傲
シ
為
し
。

五
十
歩
を
も
っ
て
、
ど
う
し
て
百
歩
を
笑
え
よ
う
か
。

　
前
述
の
ご
と
く
、
明
治
政
府
は
清
国
公
使
の
十
月
七
日
付
の
書
翰

を
「
手
切
ノ
文
言
漏
だ
と
宣
告
し
、
以
来
そ
の
謝
騨
取
消
し
を
要
求

す
る
だ
け
で
、
琉
球
問
題
に
つ
い
て
の
交
渉
ら
し
い
交
渉
に
応
じ
な

か
っ
た
。
翌
明
治
十
二
年
の
な
か
ば
ま
で
、
あ
い
か
わ
ら
ず
寺
島
外

務
卿
は
、
清
国
公
使
に
向
っ
て
「
右
書
翰
ノ
文
面
タ
ル
恰
モ
高
声
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

発
シ
人
ヲ
叱
陀
セ
ル
ト
一
第
二
有
之
候
偏
と
、
持
論
を
固
執
し
、
結

局
日
清
の
問
に
、
例
の
〃
グ
ラ
ン
ト
の
調
停
〃
が
入
る
ま
で
、
琉
球

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

所
属
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
は
、
　
「
水
懸
け
論
」
に
終
始
し
た
α

　
琉
球
の
所
属
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
こ
れ
ま
で
の
交
渉
経
過
は
、
臼

本
側
の
琉
球
に
対
す
る
一
方
的
現
実
的
な
諸
施
策
に
対
し
、
清
国
が

抗
議
す
る
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
。
前
述
の
ご
と
く
、
鴫
治
政
府

は
琉
球
を
「
処
分
」
す
る
に
あ
た
っ
て
、
清
逸
へ
は
こ
薔
の
通
知
も

発
し
な
か
っ
た
。
明
治
政
府
は
、
琉
球
処
分
を
日
本
の
「
内
政
」
上

の
問
題
で
あ
る
と
し
、
従
っ
て
清
国
か
ら
の
抗
議
も
近
代
国
際
法
を

知
ら
ぬ
謬
論
だ
と
し
て
、
退
け
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
明
治
政
府

は
、
し
ゃ
に
む
に
非
妥
協
的
な
方
針
を
貫
い
て
来
た
か
に
見
え
た
。

し
か
る
に
、
同
じ
政
府
は
、
す
ぐ
次
に
述
べ
る
よ
う
な
、
琉
球
所
属

問
題
で
最
も
非
歴
史
的
・
妥
協
的
方
針
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
分
島
偏
案
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
琉
球
所
属
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
外
交
交
渉
が
、
例
の
「
書
翰
」
一

件
も
加
わ
っ
て
「
水
懸
け
論
扁
に
明
け
暮
れ
、
も
は
や
交
渉
が
ゆ
き

づ
ま
っ
て
い
る
折
、
明
治
十
三
年
（
一
八
七
九
）
七
月
、
米
国
前
大
統

領
グ
ラ
ン
ト
が
清
国
を
経
て
来
日
す
る
。
彼
は
清
国
滞
在
中
、
恭
親

王
や
李
鴻
章
か
ら
琉
球
本
題
の
調
停
を
「
依
頼
」
さ
れ
て
来
た
（
こ

の
「
依
頼
」
は
、
天
津
駐
在
の
米
軍
領
事
お
よ
び
駐
日
米
国
公
使
の

醐
策
に
よ
る
）
。
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グ
ラ
ン
ト
は
二
ヵ
月
に
わ
た
る
日
本
滞
在
中
、
露
光
で
伊
藤
博
文
・

西
郷
従
道
ら
と
琉
球
問
題
を
密
談
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
大
ま
か
な

顯
末
は
グ
ラ
ン
ト
の
随
行
記
者
ヨ
ソ
グ
に
よ
っ
て
、
畢
く
そ
の
年
の

八
月
十
五
臼
お
よ
び
九
月
一
日
の
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
紙

上
に
掲
載
さ
れ
、
属
本
で
は
郵
便
報
知
新
聞
が
同
年
十
月
十
四
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
十
七
臼
発
行
の
紙
上
に
同
文
を
訳
載
し
て
、
一
般
に
公
開
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ン
ト
は
さ
か
ん
に
臼
・
清
の
「
和
好
扁
を
強

調
し
、
　
「
臼
支
両
国
若
シ
兵
火
四
壁
フ
ル
ア
ラ
バ
、
為
メ
ニ
実
益
ヲ

収
ム
ル
モ
ノ
ハ
外
国
ナ
リ
」
と
忠
告
し
、
だ
か
ら
臼
本
は
琉
球
事
件

で
は
清
国
に
コ
歩
」
を
譲
り
、
そ
の
代
り
中
國
の
「
富
源
」
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
勧
告
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
公

開
さ
れ
た
『
御
対
話
筆
記
』
の
記
者
が
、
　
「
談
論
此
字
配
テ
余
（
記

者
ヨ
ソ
グ
）
力
自
在
二
報
道
ス
ル
高
義
キ
ニ
及
ヘ
リ
」
、
と
こ
と
わ
っ

て
あ
る
通
り
、
論
議
の
具
体
露
な
内
容
は
秘
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ

た
が
、
宮
古
・
八
重
出
二
島
割
譲
を
代
償
と
す
る
「
均
謡
条
約
」
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

求
案
は
、
こ
の
時
の
密
談
に
胚
胎
し
て
い
る
。

　
グ
ラ
ン
ト
は
島
本
を
去
る
十
日
程
前
、
即
ち
明
治
十
二
年
八
月
二

十
日
及
び
二
十
三
日
付
で
、
李
骨
質
及
び
恭
親
王
宛
に
書
翰
を
送
り
、

そ
の
中
で
先
に
駐
臼
清
国
公
使
何
回
璋
か
ら
日
本
外
務
省
へ
宛
て
た

例
の
「
文
書
」
　
（
書
翰
）
を
康
本
の
要
求
通
り
撤
消
し
、
そ
の
上
で

両
国
共
「
特
派
之
大
憲
」
を
進
ん
で
、
琉
球
問
題
を
談
判
す
る
こ
と

を
勧
め
、
そ
の
際
、
他
の
外
国
公
使
に
調
停
を
依
頼
せ
ぬ
様
、
注
意

　
　
　
　
　
⑧

を
与
え
て
い
る
。
こ
の
グ
ラ
ン
ト
の
忠
告
に
従
っ
て
、
琉
球
の
所
属

を
め
ぐ
る
欝
清
聞
の
外
交
交
渉
は
、
あ
ら
た
な
爽
雑
物
を
盛
ら
れ
て

再
開
の
運
び
と
な
る
。

　
再
開
さ
れ
た
今
回
の
日
清
交
渉
で
の
日
本
の
本
命
は
、
も
は
や

「
琉
球
問
題
」
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、
酋
洋
諸
国
な
み

に
中
国
か
ら
「
利
益
均
需
」
の
条
項
を
獲
得
す
る
に
あ
っ
た
。
明
治

十
三
年
（
一
八
八
○
）
四
月
、
井
上
外
務
卿
（
明
治
十
二
年
九
月
十
年
就

任
）
か
ら
特
命
全
権
公
使
宍
戸
磯
に
与
え
ら
れ
た
「
談
判
手
続
内
訓

状
」
の
一
節
に
は
、
　
「
彼
レ
（
清
國
）
ヨ
リ
琉
球
ノ
結
局
ト
条
約
ノ

改
正
ト
ヲ
爾
段
二
分
別
…
ス
ル
ヲ
望
ム
ト
モ
我
レ
ハ
必
着
両
件
ヲ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

醐聯

獄
ｧ
薫
風
セ
シ
メ
前
脚
便
畑
甥
換
ノ
本
音
心
ヲ
達
ス
ヘ
シ
」
〉
㌻
め
る
が
、
主

は
あ
く
ま
で
「
条
約
ノ
改
正
」
に
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、

臼
本
は
グ
ラ
ン
ト
の
助
言
に
従
っ
て
「
一
歩
」
を
ゆ
ず
り
、
　
「
該
島

（
琉
球
）
ノ
支
那
沿
海
二
近
接
セ
ル
、
支
那
ノ
互
市
ヲ
行
フ
ニ
便
ナ

⑧ル
」
宮
古
・
八
重
山
二
島
を
清
国
に
分
譲
し
よ
う
と
い
う
の
だ
！

む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
当
の
宮
古
・
八
重
山
島
民
の
誰
一
人
知
ら
な
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か
っ
た
し
、
ま
た
、
　
「
校
倉
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
は
ず
の
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
頃
の
沖
縄
に
は
誰
一
人
も
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
離
島
改
約
」
案
に
、
張
本
は
熱
心
で
あ
っ
た
。

こ
と
に
当
時
、
　
イ
リ
問
題
を
め
ぐ
る
露
善
導
の
葛
藤
を
、
日
本
は

コ
刻
干
金
」
の
好
機
と
し
、
そ
の
機
に
乗
じ
て
早
急
に
「
分
島
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

約
」
を
実
現
し
よ
う
と
は
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
島
分
割
後
の
同
島

統
治
に
つ
い
て
ま
で
も
話
は
進
み
、
日
本
で
は
尚
泰
を
「
沖
縄
県
令
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
す
る
案
が
と
び
回
し
た
り
し
て
い
る
が
、
結
局
「
総
テ
彼
（
清
国
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ノ
無
二
三
セ
可
然
」
と
、
清
国
へ
一
任
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
、
半
年
余
の
交
渉
を
経
て
「
分
命
懸
約
」
案
は
、
明
治
十

三
年
十
月
、
日
本
の
希
望
通
り
交
渉
妥
結
を
見
る
に
至
り
、
い
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
調
印
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
歴
史
的
な
、

否
、
非
歴
史
酌
な
一
分
島
改
選
し
案
は
、
清
国
側
の
遷
延
策
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
調
印
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
つ
い
に
廃
案
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
国
は
な
ぜ
、
琉
球
の
ご
と
き
海
外
に
孤
懸
す
る

　
　
　
　
　
　
⑯

「
黒
子
弾
丸
之
地
」
を
、
日
本
と
争
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

「
属
国
」
と
し
て
の
琉
球
の
「
社
穫
」
を
存
し
て
、
宗
主
国
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
「
体
面
」
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
表
面
の
理
由
。
そ
れ
よ
り

も
、
清
国
が
潟
本
と
「
琉
球
」
を
争
ち
た
の
は
、
琉
球
「
滅
亡
」
の

後
に
は
朝
鮮
が
あ
り
、
台
湾
が
あ
り
、
さ
ら
に
中
国
本
土
が
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
腐
敗
し
、
弱
体
化
し
つ
つ
も
清
国

の
支
配
者
は
、
日
本
の
侵
略
意
図
を
見
抜
く
眼
識
だ
け
は
、
少
し
は

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
意
も
ま
た
「
琉
球
」
だ
け
に
と
ど

ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
の
「
琉

球
」
に
住
む
人
び
と
の
運
命
な
ど
、
さ
ら
さ
ら
考
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。

　
明
治
政
府
の
「
琉
球
処
分
」
が
、
　
「
民
族
の
統
一
」
で
あ
り
、
琉

球
人
民
の
「
希
望
」
の
実
現
で
あ
り
、
　
「
解
放
」
で
あ
っ
た
、
と
説

く
人
た
ち
は
、
同
じ
政
府
の
も
と
で
ま
さ
し
く
「
民
族
分
断
」
を
策

し
た
「
初
島
問
題
」
を
、
一
体
、
ど
う
「
解
説
」
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
琉
球
処
分
に
あ
た
っ
て
、
明
治
政
府
の
要
路
者
は
終
始
一
貫
、

琉
球
が
臼
本
の
「
領
土
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
、
そ
う
い

う
前
提
の
も
と
で
政
策
を
推
し
進
め
て
来
た
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
る
。

し
か
る
に
、
「
均
需
条
約
」
　
（
最
恵
国
待
遇
）
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
、
一
転
し
て
「
領
土
」
を
分
割
し
て
手
ば
な
そ
う
と
い
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

る
。
こ
と
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
単
に
「
当
路
者
の
不
北
谷
不
手
際
」

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
、
す
ま
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、

こ
の
「
分
島
改
約
」
案
は
現
実
に
効
力
を
発
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
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え
、
瞬
治
政
府
は
そ
の
実
現
に
最
も
熱
心
だ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

案
が
「
成
立
す
る
可
能
性
は
充
分
存
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
　
「
其

管
轄
ハ
愚
心
ノ
服
儲
口
ア
ラ
ス
」
と
う
そ
ぶ
き
得
る
政
府
は
、
　
「
人

心
ノ
服
否
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
を
分
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

だ
。　

「
分
島
問
題
」
に
い
み
じ
く
も
露
呈
さ
れ
た
明
治
政
府
の
「
方
針
」

こ
そ
、
明
治
初
年
以
来
、
琉
球
問
題
に
関
し
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ

た
政
策
基
調
で
あ
り
、
そ
の
集
中
的
表
現
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
明

治
政
府
の
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
」
の
本
質
が
、
こ
こ
に
い
み
じ
く

も
ば
く
ろ
さ
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。

四
　
琉
球
処
分
と
民
族
統
一
の
問
題

　
「
方
今
天
下
一
統
し
、
海
内
風
に
向
ふ
。
面
し
て
琉
球
独
り
職
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

供
せ
ず
。
関
白
（
秀
吉
）
方
に
水
軍
に
命
じ
、
ま
さ
に
汝
が
国
を
屠

る
べ
し
。
今
の
時
に
及
び
て
宜
し
く
使
を
遣
は
し
て
罪
を
謝
し
、
貢

を
輸
し
職
を
修
め
ば
、
剛
ち
国
永
く
寧
か
ら
ん
。
藪
に
特
に
告
げ
示

⑭す
」
云
々
。
　
こ
れ
は
、
　
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
八
月
十
二
目
、

島
津
義
久
か
ら
琉
球
國
王
尚
永
に
送
ら
れ
た
書
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

二
十
年
後
の
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
、
島
津
氏
は
琉
球
に
攻
め
入

っ
て
来
る
。
そ
の
際
、
薩
摩
は
三
千
の
軍
勢
で
学
齢
し
、
国
王
尚
子

忌
下
王
府
首
脳
部
を
ほ
り
ょ
に
し
て
連
行
し
、
二
年
の
間
幽
閉
し
た

あ
げ
く
薩
・
摩
へ
の
忠
誠
を
誓
わ
せ
た
。
島
津
氏
の
琉
球
侵
攻
の
真
の

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

動
機
が
何
に
あ
っ
た
か
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ

る
「
島
津
の
琉
球
入
り
」
を
も
っ
て
、
「
侵
攻
」
も
し
く
は
「
侵
略
」

と
す
る
こ
と
に
、
異
論
を
さ
し
は
さ
む
人
は
す
く
な
い
。

　
「
皇
政
維
新
万
機
親
裁
百
事
改
良
ノ
今
代
二
至
リ
、
荷
モ
両
属
ノ

体
ヲ
存
ス
ル
カ
如
キ
ハ
、
我
日
本
政
府
ノ
体
面
二
於
テ
最
モ
改
メ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ル
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
以
テ
篇
、
と
い
う
に
は
じ
ま
り
、
次
々
と

一
連
の
対
琉
球
処
分
策
を
押
し
つ
け
、
反
対
し
よ
う
も
の
な
ら
、

「
政
府
ハ
貴
下
即
チ
反
者
二
対
ス
ル
ニ
三
法
ヲ
以
テ
扁
処
分
す
る
と

　
　
　
　
㊥

脅
迫
し
つ
つ
、
つ
い
に
い
や
が
る
「
藩
王
」
尚
泰
を
東
京
へ
拉
致
し
、

天
皇
政
府
へ
の
忠
誠
を
強
要
す
る
ー
ー
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
扁
を

も
っ
て
、
　
「
侵
略
」
と
す
る
こ
と
に
、
異
論
を
と
な
え
る
学
者
は
す

く
な
く
な
い
。

　
「
島
津
の
琉
球
入
り
」
と
「
琉
球
処
分
」
と
は
、
ど
こ
が
ち
が
い
、

ど
こ
が
ち
が
っ
て
い
な
い
の
か
。
む
ろ
ん
、
こ
の
両
者
を
何
ら
の
媒

介
項
な
し
に
、
同
一
平
面
で
比
較
す
る
こ
と
は
、
非
歴
史
的
で
あ
り
、

誤
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
　
「
侵
略
漏
と
か
、
　
「
統
一
」
と
か
い
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う
場
合
の
基
準
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
大
事
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、

罠
族
形
成
過
程
に
お
け
る
客
観
的
歴
史
条
件
の
、
発
展
も
し
く
は
成

熟
の
如
何
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
門
民
族
統
一
」
と
は
、
あ
く
ま
で
歴

史
的
客
観
的
条
件
の
反
映
で
あ
り
、
要
求
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し

た
「
民
族
統
一
」
は
あ
り
え
な
い
。
琉
球
処
分
は
、
か
か
る
「
民
族

統
一
」
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
。
以
下
、
本

稿
全
体
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
、
琉
球
処
分
と
民
族
統
一
の
閥
題
を
、

と
り
あ
げ
て
行
き
た
い
。

　
い
わ
ゆ
る
琉
球
処
分
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
琉
球
が
日
本
の
近

代
国
家
の
中
に
強
学
的
に
統
合
さ
れ
る
過
程
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
過
程
は
琉
球
側
（
支
配
者
お
よ
び
人
斑
）
の
主
体
的
な
意
志
や

働
き
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
琉
球
の
支

配
階
級
（
士
族
）
の
反
対
・
抵
抗
を
押
さ
え
て
、
明
治
政
府
の
一
方

的
な
権
力
恣
意
の
貫
徹
と
し
て
実
現
し
た
。
琉
球
処
分
の
政
治
過
程

で
は
、
明
治
政
府
と
琉
球
の
支
配
者
層
と
の
間
の
矛
盾
・
緊
張
関
係

が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
形
で
進
行
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
権
力

と
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
琉
球
の
支
配
者
層
と
の
間
の
政
治
的

矛
盾
関
係
を
分
析
し
解
明
す
る
こ
と
は
、
必
要
で
あ
る
し
、
一
定
の

意
味
を
も
つ
。
と
は
い
え
、
琉
球
処
分
の
過
程
で
示
さ
れ
た
明
治
政

府
の
政
策
・
路
線
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
琉
球
の
支
配
階
級
の
「
行

動
様
式
偏
と
を
平
面
約
に
対
置
し
、
後
者
の
「
島
傍
な
退
行
現
象
」

を
弾
劾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
絶
対
主
義
権
力
の
「
近
代
」
性

を
必
要
以
上
に
強
調
し
、
そ
の
上
、
直
ち
に
無
条
件
に
明
治
政
府
の

琉
球
処
分
が
、
　
「
罠
族
統
一
の
原
理
の
立
場
か
ら
」
「
決
定
」
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
、
と
評
価
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
後
に
残
さ
れ
た
歴
史
的
民

族
的
課
題
を
、
正
し
く
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
節
ま
で
に
私
は
、
民
族
統
一
の
問
題
を
一
応
基
本
視
点
に
す
え

つ
つ
、
琉
球
処
分
に
お
け
る
明
治
政
府
の
政
策
基
調
の
検
討
を
お
こ

な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
結
論
の
上
に
立
っ
て
、
テ
ー
マ
に
即
し
て
の
私

の
見
解
を
述
べ
る
前
に
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
琉

球
処
分
」
の
意
義
と
評
価
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
代
表
的
な
見
解
を
こ

こ
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
は
、
有
益
だ
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
明
治
政
府
の
琉
球
処
分
を
民
族
問
題
の
観
点
か
ら
一
貫
し

て
追
求
さ
れ
た
の
は
、
京
都
大
学
の
井
上
清
教
授
で
あ
る
。
井
上
教

授
は
、
そ
の
著
書
『
条
約
改
正
』
（
堵
波
新
書
、
一
九
五
五
年
目
の
中
で
、

明
治
政
府
の
琉
球
併
合
に
つ
い
て
ふ
れ
、
　
「
琉
球
列
島
は
地
理
的
に

は
購
本
列
島
に
連
な
り
、
琉
球
人
と
そ
の
こ
と
ば
は
、
人
種
学
的
お

よ
び
言
語
学
的
に
は
冒
本
人
と
日
本
語
の
一
分
枝
と
み
と
め
ら
れ
る
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が
、
し
か
も
政
治
的
経
済
的
に
は
、
琉
球
は
小
な
り
と
は
い
え
古
く

か
ら
の
独
立
国
で
あ
っ
た
。
」
し
か
る
に
、
明
治
政
府
は
、
「
琉
球
を

強
制
的
に
日
本
に
併
合
し
た
。
」
と
さ
れ
た
（
岡
露
、
二
六
頁
）
。
さ
ら
に

続
け
て
、
　
「
琉
球
併
合
は
乱
暴
な
手
段
で
は
あ
る
が
、
臼
本
人
の
民

族
統
一
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
侵
略
で
あ
ろ
う
か
、
私
は
侵
略
的

統
一
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
と
思
う
。
一
番
よ
い
こ
と
は
、
B
本
は

琉
球
の
分
離
権
を
み
と
め
て
そ
の
自
治
を
助
け
、
日
誌
両
国
の
経
済

的
文
化
的
関
係
を
深
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
自
然
と
政
治
的
に
も
何
ら

の
無
理
が
な
く
琉
球
と
日
本
と
融
合
す
る
よ
う
に
は
か
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
琉
球
が
日
本
と
統
一
融
合
す
る
の
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
明
治
政
府
が
こ
れ
を
併
合
し
た
や
り
か
た
は
、
侵

略
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
と
さ
れ
た
（
同
書
、
霊
○
頁
）
。
井
上
教
授

の
こ
の
見
解
は
、
『
歯
黒
近
代
史
』
（
合
岡
騰
版
、
一
九
五
七
年
）
の
中
に
も
、

そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
た
（
岡
譲
、
五
一
一
丁
五
四
頁
）
。
最
近
二
九
六
二
年
）

で
は
、
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
1
6
近
代
3
所
収
の
「
沖
縄
」
の
頃

で
、
井
上
教
授
は
、
先
に
幕
末
（
島
津
侵
攻
以
後
）
の
琉
球
を
「
独

立
国
」
と
し
た
こ
と
、
ま
た
、
琉
・
清
及
び
琉
・
薩
の
関
係
を
同
一

視
し
た
こ
と
の
誤
り
を
自
己
批
判
さ
れ
た
が
（
同
書
、
三
二
五
頁
）
、
基

本
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
見
解
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩

深
め
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。
井
上
教
授
は
そ
こ
で
も
や
は
り
琉
球
を
、

日
本
と
は
「
な
お
一
体
不
可
分
の
民
族
社
会
に
融
合
し
て
い
な
か
っ

た
」
と
し
て
、
「
独
露
の
王
国
」
と
規
定
さ
れ
た
（
同
警
、
三
一
八
頁
）
。

そ
し
て
、
　
「
こ
の
よ
う
に
政
治
的
に
は
べ
つ
の
国
で
あ
り
、
社
会
的

に
は
兄
弟
の
よ
う
な
親
近
性
は
あ
る
が
、
ま
だ
一
体
の
民
族
社
会
に

形
成
さ
れ
て
い
な
い
二
つ
の
社
会
の
間
で
、
一
方
が
、
他
方
の
意
に

反
し
て
、
武
力
等
の
威
圧
を
も
っ
て
こ
れ
を
併
合
し
、
そ
の
国
家
的

存
在
を
抹
殺
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
『
侵
略
』
と
い
わ
な
い
で
な
ん

と
い
う
の
だ
ろ
う
。
二
本
の
琉
球
併
合
の
し
か
た
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
す
る
（
同
書
、
三
二
六
頁
）
。
か
つ
、
明
治

政
府
の
琉
球
併
合
の
し
か
た
は
、
　
「
強
国
に
対
し
屈
従
し
、
弱
邦
に

対
し
て
強
圧
的
に
出
る
と
い
う
、
明
治
政
府
の
一
貫
し
た
政
策
の
発

現
」
で
あ
る
、
と
す
る
（
岡
上
）
。
　
「
属
本
の
併
合
の
し
か
た
は
自
然

な
民
族
統
一
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
歴
史
的
方
向
に
ま
っ
た
く
反

す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
（
岡
上
）
と
、
一
応
み
と
め
な
が

ら
も
、
な
ぜ
井
上
教
授
は
あ
え
て
こ
れ
を
「
侵
略
的
統
一
」
と
呼
ぶ

の
か
。
こ
の
こ
と
は
私
に
よ
れ
ば
、
琉
・
日
の
真
に
強
國
な
七
二
的

一
体
化
の
方
向
を
確
立
す
る
上
で
（
琉
球
処
分
を
、
単
な
る
国
際
法

理
論
上
か
ら
の
安
易
な
肯
定
で
な
く
、
す
ぐ
れ
て
人
民
の
主
体
的
立
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’f琉球処分」と民族統ndの問題（金城）

場
か
ら
の
）
、
重
大
な
課
題
提
起
を
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
。

　
井
上
教
授
の
こ
の
説
に
、
正
野
き
っ
て
反
対
の
説
を
出
さ
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
東
京
大
学
の
下
村
富
士
努
教
授
で
あ
っ
た
。
下
村
教
授
に
よ
れ

ば
、
井
上
教
授
の
い
う
「
独
自
の
王
国
」
は
「
厳
密
な
規
定
」
を
欠

い
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
　
「
主
権
と
い
う
視
角
か
ら
、
中

山
王
の
実
態
と
そ
の
掌
握
し
て
い
た
権
力
の
性
格
」
を
、
幕
府
か
ら

中
田
王
に
与
え
た
「
継
召
安
堵
」
お
よ
び
将
軍
か
ら
薩
藩
主
に
与
え

た
　
「
領
知
判
物
」
　
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
　
次
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
る
”
「
中
山
王
は
琉
球
園
を
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
の
地
域
は
、

本
質
的
に
幕
藩
体
幅
下
の
一
藩
主
の
封
土
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
に
中
山
王
は
薩
藩
主
に
年
々
年
質
を
出

し
て
い
た
。
i
中
略
…
慶
長
の
い
わ
ゆ
る
征
伐
以
後
琉
球
王
国
に
は
、

王
に
も
住
民
に
も
、
ど
の
よ
う
な
主
権
も
全
然
な
か
っ
た
」
と
。
ま

た
、
琉
球
と
清
国
と
の
関
係
も
、
　
「
全
く
実
質
の
伴
わ
な
い
朝
貢
」

も
し
く
は
「
形
式
的
儀
礼
約
朝
貢
関
係
」
で
し
か
な
く
、
従
っ
て

「
溝
琉
関
係
が
琉
球
国
に
対
す
る
幕
府
の
領
土
主
権
を
何
一
つ
実
質

的
に
侵
害
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
」
と
さ
れ
る
（
「
琉
球
王
圏
」
論
）
。
民

族
統
一
の
闇
題
に
つ
い
て
も
同
教
授
は
次
の
如
き
立
場
に
立
つ
”

「
近
代
民
族
國
塚
形
成
過
程
に
億
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
全
然
他
国
の

領
土
を
統
合
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
明
治
政
府
が
琉
球
に
対
し
て
と

っ
た
よ
う
な
や
り
方
を
や
っ
た
例
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
暴
力
の
行

使
が
あ
っ
て
も
『
侵
略
』
と
評
価
し
な
い
し
、
い
わ
な
い
。
こ
の
場

合
、
民
族
統
一
の
の
ち
真
に
人
民
の
解
放
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
問

わ
な
い
。
そ
し
て
近
代
的
民
族
国
家
の
形
成
を
『
侵
略
的
一
こ
と

い
う
の
は
国
際
政
治
上
意
味
を
な
さ
な
い
。
」
と
さ
れ
、
「
む
し
ろ
民

族
的
統
一
を
阻
止
す
る
も
の
」
　
（
こ
の
場
合
、
琉
球
処
分
に
反
対
し

た
琉
球
士
族
階
級
お
よ
び
清
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
こ
そ
、
　
「
干

渉
』
と
か
『
侵
略
』
と
す
る
」
と
い
う
（
「
領
土
劉
定
の
問
題
」
）
。
要
す

る
に
下
村
氏
の
結
論
は
、
　
「
明
治
政
府
の
置
藩
・
置
県
は
、
軍
隊
を

出
動
さ
せ
強
行
し
た
が
、
慶
長
以
来
の
歴
史
的
沿
革
と
周
一
毘
族
と

い
う
理
由
の
下
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
近
代
化
で
あ
り
、
進
歩
的
で

あ
り
、
　
『
歴
史
的
方
向
』
に
合
致
し
、
長
期
的
に
は
琉
球
倥
民
の
希

望
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
概
藩
・
置
県
を
、
こ
の
面
を
評
価

し
な
い
で
、
た
だ
単
に
国
内
の
不
平
不
満
を
そ
ら
す
政
策
で
あ
っ
た

な
ど
と
規
定
す
る
だ
け
で
は
、
事
の
一
面
的
理
解
に
す
ぎ
な
い
。
」

と
い
う
に
あ
る
（
「
琉
球
王
国
」
論
）
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
下
村
教
授
は
常
に
「
近
代
国
際
法
」
の
観
点
か

ら
南
扇
を
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
眼
り
に
お
い
て
そ
の
論
理
構
成
は
説
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得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
時
、
同
教
授
の
い

わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
近
代
頚
際
法
」
と
は
一
体
、
何
な
の
か
。
問
題

は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
同
教
授
が
、
　
「
近
代
国
際
法

を
こ
の
場
合
持
出
す
こ
と
は
、
形
式
論
理
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
主
張
に

対
し
て
は
、
こ
の
形
式
論
理
が
欧
米
列
強
の
極
東
侵
略
を
常
に
合
理

化
す
る
口
実
と
な
っ
た
現
実
の
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
ひ
い
て

お
き
た
い
。
」
（
「
領
土
劃
定
の
問
題
」
）
と
、
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
も
、
明

治
政
府
の
琉
球
処
分
が
、
は
た
し
て
「
欧
米
列
強
の
極
東
侵
略
」
に

対
抗
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
二
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
の

足
が
か
り
と
し
て
な
さ
れ
た
か
、
は
厳
密
に
検
討
さ
れ
、
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
琉
球
処
分
の
意
義
と
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
た
と

え
ば
山
形
大
学
の
佐
藤
三
郎
教
授
や
、
沖
縄
県
出
身
の
研
究
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
新
里
恵
二
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
稿
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
く
わ
し
い
内

容
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
割
愛
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て

い
る
視
点
は
、
琉
球
処
分
に
お
け
る
明
治
政
府
の
や
り
方
を
一
応
問

題
に
し
な
が
ら
も
、
琉
球
処
分
は
、
　
「
客
観
的
」
に
琉
球
農
民
を

「
解
放
」
し
た
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
琉
球
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か

の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
が
提
出
さ
れ
た
σ
そ
こ
に
は
、
論
者
た
ち
の

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
し
か
た
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、

か
な
り
ち
が
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
そ
の
ち
が
い
は
、

琉
球
処
分
と
民
族
統
一
の
探
題
に
お
い
て
、
井
上
・
下
村
両
教
授
に

み
ら
れ
る
ご
と
く
、
鋭
く
対
立
し
た
冤
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
、
慶
長
の
「
島
津
の
琉
球
入
り
」
以
後
か
ら

明
治
の
「
琉
球
処
分
」
当
時
の
琉
球
を
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も

日
本
国
内
と
同
一
条
件
を
あ
て
は
め
て
考
え
得
る
か
否
か
、
そ
の
と

ら
え
方
の
ち
が
い
と
も
、
関
連
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
琉
球
処
分
は
鎖
本
國
内
の
廃
藩
置
県
と
同
一
に
、
単

な
る
「
内
政
」
上
の
問
題
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
「
内
政
」
と
い
う
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
て
「
外
政
隔
上
の
難
題

で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
む
ろ
ん
、
　
「
外
政
」
と
「
内
政
」
と

は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
き
り
は
な
し
て
考
え
る
こ
と
は
そ
れ

自
体
誤
ま
り
で
あ
る
が
、
前
節
ま
で
に
見
て
来
た
ご
と
く
、
　
門
琉
球

問
題
」
が
常
に
「
外
政
」
と
密
着
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
際
特
に

注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
下
村
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、

琉
球
は
「
独
立
蟹
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
が
、
　
「
形
式
的
に
も
実

質
的
に
も
臼
清
華
属
」
で
あ
っ
た
（
資
財
劉
定
の
問
塵
）
。
従
っ
て
、
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そ
れ
を
改
め
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
は
琉
球
側
の
寒
々
を
よ
び
お

こ
し
、
そ
の
主
体
的
意
志
の
謝
下
向
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
日
本
は
清
国
と
の
外
交
交
渉
を
国
罠
の

前
に
公
開
し
て
、
堂
々
と
琉
球
の
属
否
を
争
う
こ
と
も
で
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
開
治
政
府
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
琉
球
は
日
本
の
「
領

土
」
の
一
部
で
あ
る
、
と
く
り
か
え
し
主
張
し
な
が
ら
、
　
「
外
交
史

上
に
も
比
類
稀
れ
な
る
秘
密
外
交
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
明
治
政

府
は
琉
球
の
所
属
を
め
ぐ
る
清
国
と
の
交
渉
を
国
民
の
前
に
か
く
し

つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
万
国
公
法
」
だ
け
で
清
国
と
争
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
清
国
は
明
治
政
府
の
琉
球
併
合
に
反
対
し
た
。
清
国
の
要

路
者
が
、
い
わ
ゆ
る
「
万
圏
公
法
」
　
（
近
代
国
際
法
）
の
何
た
る
か

を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
い
わ

ゆ
る
「
万
圏
公
法
」
の
本
質
を
、
法
理
論
の
学
習
か
ら
で
は
な
く
、

ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
の
体
験
を
通
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
生
み
の
親
で
あ

る
「
欧
米
列
強
」
か
ら
、
い
や
と
い
う
程
、
知
ら
さ
れ
て
来
た
。
明

治
政
府
の
琉
球
処
分
は
、
単
な
る
「
内
政
」
上
の
難
題
で
も
な
く
、

ま
た
「
領
土
劃
定
の
問
題
」
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
も
い
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
を
つ
き
ぬ
け
て
、
領
土
拡
張
・
大
陸
侵
出
政
策
の
一
階
段
に
、

「
琉
球
処
分
扁
は
位
麗
し
て
い
る
。
清
国
が
日
本
と
「
琉
球
」
を
争

っ
た
理
由
も
ま
た
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
「
琉
球
は
昔
も
今
も
変
り
な
く
海
上
の
孤
島
で
あ
っ
て
、
土
地
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

痩
せ
、
産
物
に
は
乏
し
く
」
、
要
す
る
に
今
も
昔
も
「
独
立
劉
」
で
は

あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
琉
球
の
支
配
者
自
身

が
よ
く
知
っ
て
い
た
。
琉
球
が
、
　
「
偏
心
の
国
力
を
以
」
て
、
　
「
御

分
力
不
相
応
」
の
「
唐
大
和
へ
の
御
勤
」
を
し
な
が
ら
、
　
「
王
国
」

を
維
持
し
て
来
た
の
は
、
決
し
て
「
洪
福
の
星
」
の
も
と
に
あ
っ
た

　
㊥

か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
事
情
は
ま
さ
に
そ
の
逆
で
あ
り
、
　
「
乞
食
貿

⑪易
」
と
さ
え
い
わ
れ
る
朝
貢
貿
易
を
お
こ
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
は
経

済
的
に
貧
困
な
琉
球
に
と
っ
て
、
生
存
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
　
「
独
立
国
」
と
し
て
の
生
存
が
不
可
能
で
あ
っ
た
琉
球

が
、
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
近
接
す
る
日
本
と
の
閲
に
、
や
が
て

は
民
族
的
融
合
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
必
至
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
　
「
本
来
で
あ
れ
ば
琉
球
民
衆
が
そ
の
専
制
政
府
を
打
倒
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
に
お
い
て
、
日
本
民
衆
に
結
合
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
扁
。
し
か

し
、
当
時
の
琉
球
興
業
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
主
体
的
条
件
も
、

ま
た
客
観
的
条
件
も
、
ま
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
現
実
に

は
、
明
治
政
府
に
よ
る
上
か
ら
の
「
統
一
」
、
即
ち
「
琉
球
処
分
」

と
い
う
形
で
、
琉
球
は
円
本
の
近
代
国
家
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
。
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し
か
も
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
ご
と
く
、
琉
球
に
対
し
て
は

圧
服
、
清
国
に
対
し
て
は
敵
村
、
と
い
う
内
外
の
不
評
の
う
ち
に
断

行
さ
れ
た
。
日
本
の
近
代
的
民
族
統
一
の
あ
り
方
は
、
こ
う
い
う
方

向
し
か
、
想
定
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
維
新
史
家

服
部
面
心
琉
は
、
明
治
政
府
の
琉
球
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

「
臆
断
」
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
”

　
琉
球
廃
藩
置
県
は
国
民
的
統
一
事
業
の
最
後
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ

　
た
と
と
も
に
、
か
か
る
性
質
の
箏
業
申
、
外
国
（
就
中
支
那
）
に
対
す
る

　
葛
藤
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
唯
一
の
部
費
で
あ
っ
た
。
も
し
我
蟹
に

　
お
け
る
何
ほ
ど
か
の
意
味
で
の
「
国
民
戦
争
」
一
外
国
に
対
す
る
一
が
あ

　
り
え
た
と
す
れ
ば
、
前
後
た
だ
一
度
、
琉
球
併
合
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
れ
を
云
い
得
た
で
も
あ
ろ
う
。

と
。
琉
球
処
分
に
対
す
る
服
部
残
の
こ
の
評
価
は
、
あ
ま
り
に
も
楽

観
的
な
「
臆
断
」
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
あ

　
琉
球
処
分
に
つ
い
て
は
、
明
治
政
府
の
も
と
で
さ
え
、
甥
の
可
能

な
道
が
、
全
然
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
こ
こ
で
、
第
二
節

で
と
り
あ
げ
た
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
を
想
起
し
た
い
。
既
述

の
ご
と
く
、
こ
の
「
意
見
」
は
、
次
の
よ
う
に
「
処
分
」
の
方
向
を

提
示
し
て
い
た
。
即
ち
、
琉
球
が
歴
史
的
な
「
暖
昧
ナ
ル
来
歴
」
と
、

地
理
的
に
日
本
と
「
其
往
来
ノ
不
便
」
等
に
よ
り
、
　
「
他
ノ
地
方
二

比
ス
レ
バ
独
立
ノ
景
況
ヲ
存
セ
リ
」
と
言
い
、
現
今
「
最
早
独
立
ス

ベ
キ
理
由
ナ
キ
コ
ト
ハ
既
二
前
述
ノ
如
シ
」
で
あ
る
が
、
　
「
然
レ
ド

モ
暫
時
ニ
チ
モ
多
少
ノ
独
立
ヲ
許
シ
置
ク
脈
動
賢
政
ト
云
フ
可
キ
ナ

リ
」
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
政
府
は
そ
の
閾
に
、
琉
球
の
苛
酷
な

刑
法
を
改
め
、
人
民
を
保
護
し
、
　
「
其
土
地
ノ
古
来
古
墨
ノ
特
免
及

免
税
ヲ
聯
力
存
シ
置
篇
く
等
の
政
策
を
施
せ
ば
、
　
「
以
テ
住
民
ノ
信

従
ヲ
受
ク
ル
ノ
利
益
ア
リ
」
と
雷
っ
て
い
る
（
註
⑭
参
照
）
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
に
言
う
「
独
立
」
と
は
、
雷
葉
の
本
来
の
意
味
の
「
独
立
」

で
は
な
く
、
　
「
自
治
」
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
（
あ
る
い
は
、

そ
う
解
す
べ
き
で
あ
る
）
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
琉
球
処
分
」
の
あ
り
方
は
、
当
時
、
明
治
政

府
の
も
と
で
可
能
な
、
ま
た
妥
当
な
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
れ
と
同
時
に
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
に
も
ら
れ
た

対
清
国
関
係
の
是
正
案
を
、
合
わ
せ
て
検
討
す
る
時
、
そ
こ
に
は
当

時
と
し
て
理
想
的
と
も
言
え
る
「
処
分
」
の
方
向
が
、
提
示
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
は
ま
た
、
そ
れ
よ
り
一
年
後
（
明
治
九
年
・

一
八
七
六
年
）
に
出
さ
れ
た
自
由
民
権
派
の
意
見
と
も
、
　
か
な
り
近
似

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
た
点
を
晃
出
し
得
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
方
向
は
あ
く
ま
で
可
能
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性
の
ま
ま
実
現
を
は
ば
ま
れ
た
が
、
琉
球
処
分
に
お
い
て
、
こ
の
方

向
が
貫
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
琉
・
日
の
民
族
的
融
合
は
、
自
然
に
、

し
か
も
強
固
な
基
盤
の
上
に
、
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら

は
、
　
「
長
島
問
題
」
な
ど
の
出
て
来
る
余
地
は
、
針
の
先
ほ
ど
も
あ

り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
民
族
」
が
、
人
為
的
、
に
分
断
で
き
る
も
の
で
な
い
ご
と
く
、
真

の
民
族
統
一
も
、
人
為
的
に
形
成
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
國

家
」
的
統
一
と
、
　
「
民
族
」
的
統
一
と
は
本
来
別
も
の
で
あ
り
、
明

治
政
府
に
よ
る
「
琉
球
処
分
」
を
考
え
る
際
、
こ
の
点
の
区
別
…
を
は

っ
き
り
お
さ
え
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

む
　
　
す
　
　
び

　
太
平
洋
戦
争
後
二
十
二
年
を
経
た
現
在
、
臼
本
の
不
可
分
一
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

領
土
で
あ
る
沖
縄
は
祖
国
艮
本
か
ら
民
族
的
に
分
断
さ
れ
た
ま
ま
、

異
民
族
の
支
配
の
も
と
で
、
困
難
な
状
況
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
米

国
は
、
沖
縄
が
日
本
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
「
認
め
」
、
日
本

政
府
は
沖
縄
に
対
す
る
「
潜
在
主
権
」
な
る
も
の
を
保
持
す
る
こ
と

で
、
満
足
し
て
い
る
。
沖
縄
を
現
在
の
状
況
に
お
い
て
い
る
「
平
和
」

条
約
第
三
条
の
規
定
が
、
笹
津
憲
章
に
も
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
国
際
法
」
の
立
場
か
ら
、
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
、
主

張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
公
然
と
そ
の
違
反
を
押
し
て
、

沖
縄
は
異
民
族
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
　
「
沖

縄
問
題
」
の
真
の
解
決
が
、
単
に
「
国
際
法
」
の
立
場
か
ら
は
与
え

ら
れ
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。

　
「
琉
球
処
分
し
は
、
沖
縄
の
歴
史
の
上
で
、
政
治
的
に
は
き
わ
め

て
重
要
な
、
か
つ
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

「
長
期
的
に
は
琉
球
住
民
の
希
望
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」

（
下
料
教
擾
、
前
朝
）
。
「
長
期
的
」
に
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
明
治
政
府
の
権
力
恣
意
が
一
方
的
に
独

走
し
、
貫
徹
し
て
、
実
現
さ
れ
た
。
国
家
に
よ
る
「
民
族
統
＝
が
、

そ
の
ま
ま
他
国
侵
略
と
結
び
つ
き
、
し
か
も
、
畏
衆
の
自
主
的
意

志
や
働
き
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
な
い
時
、
そ
れ
を
手
放
し
に
「
進

歩
」
と
か
、
ま
た
「
解
放
」
と
か
、
と
評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
真
の
民
族
統
～
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
六
〇
九
年
以
来
二
六
〇
余
年
に
わ
た
る
薩
摩
の
圧
政
と
搾
取
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と

沖
縄
の
民
衆
を
痛
め
つ
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
薩
摩
日
興
本
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
カ

る
不
儒
・
反
擾
を
民
衆
の
閲
に
う
え
つ
け
、
そ
の
こ
と
は
、
民
族
と

し
て
結
合
し
、
一
体
化
す
る
条
件
の
塾
生
的
成
長
を
阻
害
し
た
。
お
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し
つ
ぶ
さ
れ
、
ゆ
が
め
ら
れ
た
民
衆
の
意
識
が
、
正
常
な
発
展
を
回

復
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
面
当
の
時
間
と
政
策
的
配
慮
が
必
要
で
あ

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
政
府
は
そ
の
点
で
の
努
力
を
、
徹

　
　
　
　
　
　
　
㊥

底
的
に
お
こ
た
っ
た
。
か
つ
、
置
県
以
後
の
国
家
主
義
教
育
は
、
薩

摩
支
配
下
で
欝
屈
さ
せ
ら
れ
た
民
衆
の
「
民
族
感
情
」
を
、
一
転
し

て
「
皇
国
臣
民
」
と
し
て
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
改
鋳
し

て
行
っ
た
。

　
た
だ
し
、
真
の
民
族
的
結
合
・
一
体
感
は
、
支
配
者
の
主
観
や
数

字
の
法
令
や
施
策
に
よ
っ
て
、
一
朝
…
夕
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
と
は
い
え
、
　
「
琉
球
処
分
〕
と
い
う
こ
の
重
要
な
歴
史
時
点

で
、
沖
縄
の
民
衆
が
全
く
の
受
け
身
の
立
場
に
立
た
さ
れ
、
主
体
的

に
対
応
し
え
な
か
っ
た
事
実
は
、
以
後
、
沖
縄
県
民
が
民
主
的
諸
権

利
の
獲
得
の
た
め
の
運
動
を
進
め
て
行
く
上
で
、
大
き
な
弱
点
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
を
引
き
つ
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
こ
ろ
に
、
謝
花
ら
の
「
自
由
民
権
運
動
」
が
、
い
ば
ら
の
道
を

歩
み
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
原
因
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
と
も
あ
れ
、
日
本
の
近
代
国
家
の
な
か
に
引
き
こ
ま
れ
た
沖
縄
の

民
衆
は
、
そ
こ
に
本
土
の
大
衆
と
、
よ
り
緊
密
に
、
よ
り
強
固
に
、

結
合
を
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
客
観
的
条
件
を
、
主
体
的
に
発
展
さ

せ
得
る
位
置
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
小
さ
な
わ
が
「
琉
球
」
は
、
古
来
、
「
大
国
」
へ
の
「
お
つ
と
め
」

を
強
い
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
国
際
政
治
」
の
波
頭
に
翻
弄
さ
れ
て
来

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
の
時
代
で
も
民
衆
は
、
自
ら
の
政
治
的

運
命
を
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
沖
縄
の

合
本
へ
の
民
族
的
統
一
が
、
人
び
と
の
主
体
的
・
自
主
的
結
合
を
通

し
て
、
よ
り
自
然
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
沖
縄
県
民
の
現

在
の
不
幸
も
な
く
て
す
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
軽
く
て
す
ん
だ

か
も
し
れ
な
い
し
、
潤
本
の
民
族
独
立
の
問
題
も
、
今
日
の
ご
と
く

未
解
決
の
ま
ま
、
深
刺
で
か
つ
緊
急
な
課
題
と
し
て
、
の
こ
さ
れ
て

も
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
現
在
、
日
本
民
族
の
正
当
な
一
員
と
し
て
、
然
る
べ
き
地
位
を
獲

得
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
輝
か
し
い
祖
國
の
真
の
独
立
を
か
ち
と
る

た
め
に
、
不
当
な
群
民
支
配
に
反
対
し
、
抵
抗
し
、
そ
れ
と
油
津
に

た
た
か
っ
て
い
る
沖
縄
県
民
の
噴
出
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
も
は
や

誰
も
お
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
付
記
師
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
沖
繍
｝
県
史
編
籔
室
の
血
斌
重
な
史
料
・
文

　
　
献
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
①
仲
原
善
忠
氏
は
、
薩
摩
侵
入
以
後
、
廃
藩
以
前
の
「
琉
球
王
国
」
の
盤
格
（
位
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「琉球処分」と民族統一の問題（金域）

　
置
）
を
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
“
i
「
琉
球
の
位
澱
は
半
独
立
濁
た
る
列
蕪
…

　
並
み
で
も
な
く
、
又
純
然
た
る
島
津
の
領
地
で
も
な
い
。
型
置
の
宗
主
権
の
下
に

　
齢
津
が
委
任
続
治
を
行
い
、
そ
の
内
治
は
経
る
部
分
以
外
は
自
治
に
位
し
た
と
い

　
う
こ
と
に
な
る
。
」
（
同
氏
「
沖
縄
現
代
政
治
史
」
、
共
著
『
沖
縄
現
代
史
』
一
九

　
五
二
年
刊
所
収
）
。

②
　
隠
蟹
退
助
監
修
『
自
由
党
史
』
　
（
岩
波
文
無
、
急
撃
、
二
七
頁
）
。

③
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
」
の
時
期
を
、
い
っ
か
ら
い
つ
ま
で
と
す
る
か
は
、
必

　
ず
し
も
定
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
処
分
官
松
細
道
之
編
『
琉
球
処
分
』
　
（
明

　
治
十
二
年
十
二
月
刊
、
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
四
巻
外
交
篇
所
収
）
で
は
、
明
治

　
四
年
七
月
か
ら
岡
十
二
年
十
月
ま
で
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
遠
藤
達
・
後

　
藤
敬
臣
編
『
琉
球
処
分
誕
綱
』
　
（
明
治
十
二
年
十
二
月
刊
、
明
治
文
化
全
集
第
二

　
十
二
巻
雑
史
篇
砥
収
）
も
、
松
田
の
『
琉
球
処
分
』
と
ほ
と
ん
ど
間
じ
時
期
を
あ

　
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
松
井
順
時
縞
『
琉
球
事
件
』
　
（
明
治
十
三
年
二
［
月
刊
）

　
で
は
、
　
「
略
史
」
と
し
て
島
津
侵
攻
以
前
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
の
を
劉
と
す

　
れ
ば
、
　
明
治
四
年
の
廃
藩
自
県
の
当
時
か
ら
、
　
同
十
二
年
七
月
の
グ
ラ
ン
ト
の

　
「
周
旋
」
ま
で
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

　
　
本
稿
で
は
、
明
治
政
府
の
権
力
措
施
と
し
て
の
「
琉
球
処
分
」
を
、
明
治
五
年

　
の
「
建
藩
」
処
分
か
ら
、
明
治
十
二
年
の
「
廃
藩
二
歳
」
を
経
て
、
翌
十
王
年
の

　
い
わ
ゆ
る
「
分
島
問
題
」
ま
で
を
含
め
て
考
察
す
る
。
　
「
分
島
問
題
」
は
、
琉
球

　
処
分
に
お
4
6
け
る
明
治
政
府
の
政
策
基
講
の
集
中
的
表
現
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
で
あ

　
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

④
『
維
新
史
料
綱
要
』
巻
十
、
五
六
三
頁
。

⑤
松
賑
道
之
“
『
琉
球
処
分
』
（
下
村
窺
書
男
気
、
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
』
第

　
四
巻
外
交
篇
所
収
、
七
頁
。
以
下
蜀
資
料
叢
書
』
と
略
称
）
。

⑥
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
四
、
三
五
一
頁
。
西
郷
の
薩
藩
へ
の
建
議
の
一
節
に

　
も
、
　
「
琉
球
鮫
島
々
御
所
分
の
儀
は
、
い
つ
れ
一
華
の
御
沙
汰
有
之
迄
は
、
今
通

　
の
御
扱
に
て
可
然
と
奉
存
候
。
』
と
あ
る
（
明
治
四
年
七
月
ご
ろ
の
も
の
。
『
大
禰

　
郷
全
集
』
第
二
巻
、
五
三
八
頁
）
。

⑦
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
四
、
三
五
二
頁
、
解
説
の
部
分
。

⑧
棄
恩
納
寛
惇
編
『
尚
泰
侯
実
録
』
、
｝
八
四
－
八
七
頁
。

⑨
こ
れ
ま
で
薩
藩
の
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
砂
糖
の
販
売
方
が
、
藩
の
手
を
離
れ

　
た
た
め
、
同
藩
士
族
伊
集
院
兼
覚
ら
は
、
　
「
会
社
を
設
立
し
て
、
一
手
に
販
売
さ

　
せ
、
そ
の
利
益
を
以
て
藩
士
救
助
に
充
て
た
い
」
と
、
西
郷
へ
も
働
き
か
け
、
西

　
郷
も
こ
れ
に
岡
評
し
、
他
の
～
般
商
人
が
「
商
社
」
を
つ
く
り
砂
糖
販
売
に
乗
り

　
出
し
て
い
る
の
を
に
が
に
が
し
く
思
い
、
彼
ら
「
山
師
共
」
に
油
断
す
る
な
、
と

　
戒
め
て
い
る
（
『
大
彌
郷
全
集
』
第
二
巻
、
五
六
五
一
五
七
〇
頁
、
明
治
四
年
十

　
二
月
十
・
一
n
口
、
桂
瀬
【
郎
へ
の
書
、
及
び
解
説
霊
牌
…
）
。

⑩
註
⑧
に
同
じ
。

⑪
現
実
に
は
薩
摩
の
「
苛
政
」
は
至
る
と
こ
ろ
で
暴
霧
さ
れ
、
明
治
政
府
の
当
然

　
の
施
策
も
、
　
「
恩
恵
」
と
し
て
う
き
だ
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
明
治
政
府
の

　
「
旧
慣
温
存
」
策
も
、
薩
摩
の
「
苛
政
」
に
由
来
し
て
い
る
面
が
大
き
い
。

⑫
　
『
尚
泰
侯
実
録
』
「
七
八
・
【
八
；
貝
。
『
維
新
史
』
第
五
巻
、
八
三
…
頁
、

　
な
ど
。

⑬
　
註
⑧
に
同
じ
（
一
八
七
葺
）
。
尚
、
伊
地
知
の
報
告
に
も
、
「
県
官
ノ
評
議
ヲ
以

　
テ
奈
良
原
幸
五
郎
及
ヒ
伊
地
知
豊
艶
二
渡
航
ノ
命
ヲ
下
シ
」
と
あ
る
（
『
資
料
叢

　
鳴
門
六
頁
）
。

⑭
『
資
料
叢
轡
臨
八
頁
。

⑮
　

『
台
湾
琉
球
始
宋
』
巻
五
、
　
「
沖
縄
沿
箆
・
」
の
条
（
沖
縄
県
史
編
纂
室
蔵
）
。

⑯
　
　
『
資
料
叢
書
』
九
頁
。
こ
の
副
島
外
務
卿
の
建
議
が
い
つ
な
さ
れ
た
か
は
確
定

　
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
井
上
大
蔵
大
輔
の
建
議
よ
η
も
早
か
っ
た
の
で
は
な
い

　
か
、
と
考
え
る
。

⑰
　
岡
上
、
八
一
九
頁
。

⑱
『
大
久
保
難
題
文
書
』
足
序
、
四
＝
～
頁
。

⑲
　
　
『
尚
泰
侯
実
録
』
一
九
七
頁
。
　
　
⑳
　
『
資
料
叢
書
駈
一
九
－
二
一
頁
。
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⑳
岡
上
、
五
〇
頁
。

⑫
　
　
『
尊
爵
県
史
』
1
2
資
料
編
2
、
六
・
八
・
一
一
・
一
五
二
二
〇
の
餐
文
書
参
照
。

　
副
翻
外
務
獅
は
ま
た
、
琉
球
使
節
に
向
っ
て
「
朝
廷
へ
抗
衡
或
ハ
残
暴
之
所
業
ア

　
リ
テ
庶
民
離
散
ス
ル
等
和
事
ア
ル
ニ
非
ラ
サ
レ
ハ
、
廃
藩
之
御
処
置
照
門
翼
リ
有

　
之
闘
敷
候
」
と
諮
合
っ
て
、
安
心
さ
せ
た
（
明
治
六
年
九
月
二
十
日
、
　
『
資
料
叢

　
書
』
五
七
頁
）
。

＠
　
不
平
屋
の
木
戸
は
、
少
し
後
の
こ
と
だ
が
、
伊
藤
博
文
宛
の
書
翰
の
中
で
、

　
「
数
千
年
来
日
本
置
有
之
人
民
も
琉
球
藩
人
山
如
く
政
府
に
も
御
愛
護
有
之
度
」

　
と
、
皮
肉
っ
て
い
る
（
明
治
七
年
四
月
六
日
付
、
　
『
木
戸
孝
允
文
書
蝕
第
五
、
二

　
二
八
－
三
九
頁
）
。

⑳
　
　
『
日
本
外
交
文
欝
』
七
巻
、
一
頁
（
以
下
、
　
『
外
交
文
書
』
と
略
称
）
。

㊧
服
部
色
盛
”
『
近
代
日
ホ
外
交
』
曾
本
近
代
史
叢
書
V
）
七
三
頁
。
カ
ツ
ロ

　
内
は
隔
露
六
九
頁
。

⑳
　
拙
稿
「
台
湾
事
件
（
一
八
七
一
一
七
四
年
）
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
琉
球
処
分

　
の
起
点
と
し
て
一
」
（
『
沖
縄
歴
史
研
究
』
、
創
刊
号
所
叡
、
一
九
六
五
年
十
月
）
。

⑳
　
井
上
清
”
『
日
本
の
軍
圏
主
義
臨
H
、
＝
二
二
！
三
頁
。

⑳
　
大
津
淳
　
郎
”
『
大
日
本
憲
政
史
㎞
巻
一
、
六
六
四
頁
、
　
「
硝
島
種
臣
談
」
。

⑱
　
勝
田
孫
弥
”
『
大
久
保
利
逓
伝
隔
下
巻
、
～
九
四
一
九
六
頁
。

⑳
　
　
『
外
交
文
書
』
七
巻
、
一
頁
。
　
　
⑳
　
　
『
資
料
叢
霞
』
七
三
頁
。

⑳
　
勝
田
孫
弥
、
晶
勝
掲
漁
］
、
下
巻
一
二
六
一
濫
百
ハ
。

⑳
　
岡
上
、
三
〇
八
頁
。
九
月
十
四
日
総
理
衙
門
に
お
け
る
談
判
で
大
久
保
の
答
弁

　
（
『
外
交
文
欝
』
七
巻
、
二
二
〇
⊥
一
三
頁
参
照
）
。

⑭
　
岡
上
、
三
〇
九
i
一
〇
頁
、
九
月
十
九
日
の
談
判
で
の
大
久
保
の
答
弁
（
『
外

　
交
文
書
』
七
巻
、
二
三
〇
－
三
四
頁
参
照
）
。

⑳
　
岡
上
、
五
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
『
外
交
文
闘
隔
七
巻
、
三
〇
八
頁
。

⑳
　
琉
球
藩
事
務
が
、
外
務
雀
か
ら
内
務
省
の
管
轄
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

　
轡
舎
場
朝
賢
の
閑
、
琉
球
晃
聞
録
隔
に
よ
れ
ば
、
　
「
甘
藷
自
ら
命
を
朝
廷
に
請
て
外

　
務
省
の
管
理
を
辞
し
内
務
省
に
改
属
す
る
な
り
」
二
二
頁
）
、
と
し
て
い
る
が
、

　
疑
問
。
既
に
同
年
三
月
、
外
務
少
丞
森
出
離
か
ら
外
務
卿
に
提
出
ざ
れ
た
「
琉
球

　
藩
改
革
秘
儀
」
の
中
に
、
　
「
該
藩
之
儀
ハ
、
更
二
面
寒
雀
ノ
所
轄
二
附
シ
、
藩
政

　
改
革
ス
ヘ
キ
旨
、
佛
幽
サ
ル
ヘ
キ
事
」
が
報
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
大
隈
文

　
書
、
沖
縄
県
史
編
纂
塩
蔵
、
一
九
頁
）
。

　
　
『
資
料
叢
書
』
七
七
－
七
八
頁
。
　
　
⑲
　
陶
上
、
八
二
i
八
八
頁
。

⑳
　
同
上
、
一
〇
五
買
。
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
旧
任
、
五
〇
頁
。

⑫
　
『
外
交
文
書
』
十
巻
、
一
九
七
頁
。
　
⑬
　
　
『
資
料
叢
書
』
二
一
－
二
二
頁
。

⑭
　
平
塚
篤
編
『
続
伊
藤
薄
荷
秘
録
騙
三
ニ
ー
三
五
頁
。

⑲
　
三
浦
騰
行
氏
は
、
こ
の
「
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
」
を
紹
介
し
、
、
「
此
後
問
も

　
な
く
琉
球
に
出
張
し
た
松
田
処
分
官
よ
り
徴
へ
ら
れ
た
政
府
の
命
令
が
、
こ
れ
と

　
符
合
す
る
も
の
あ
る
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
氏
の
意
見
が
参
考
に
さ
れ
た
ぶ
も
あ
ら

　
う
。
」
と
さ
れ
た
が
（
同
氏
、
「
明
治
時
代
に
於
け
る
琉
球
膀
属
問
題
」
『
史
学
雑
誌
』

　
四
十
二
編
十
二
号
、
一
五
買
）
、
基
本
酌
な
点
で
明
治
政
府
は
「
処
分
」
に
あ
た
っ

　
て
「
ボ
ア
ソ
ー
ド
の
意
見
扁
を
、
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
明
治
九
年
二
月
十
五
揖
、
寺
島
外
務
卿
よ
り
清
国
駐
割
森
公
使
宛
訓
令
の
一

　
節
韓
該
当
の
儀
は
郷
今
談
判
に
叢
り
敵
て
は
節
外
生
枝
却
て
葛
藤
を
醸
し
可
申
に

　
付
可
成
は
聾
轡
を
纏
し
こ
れ
を
不
二
不
見
に
附
艶
事
差
向
の
良
図
に
有
之
」
云
々

　
（
『
外
交
文
露
』
九
巻
、
四
七
二
頁
）
。

⑰
　
　
『
資
料
叢
霞
』
八
四
頁
。

㊥
　
昌
治
七
年
七
月
二
等
、
伊
藤
博
文
宛
木
戸
孝
允
の
書
翰
（
『
木
芦
孝
允
文
書
』

　
第
五
、
二
九
九
頁
）
。

⑲
　
　
『
資
料
叢
書
』
九
四
頁
。

　
当
蕪
…
ノ
加
凹
キ
我
力
國
…
ノ
版
図
タ
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
他
邦
二
臣
事
セ
シ
メ
両
州
ノ
体
タ

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ゐ
　
　
ヘ

　
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
国
権
…
ノ
立
サ
ル
最
モ
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
速
二
之
ヲ
改
姓
サ
レ

　
ハ
世
界
ノ
輿
論
二
対
シ
其
答
弁
ノ
条
理
ナ
シ
（
同
書
、
一
二
一
｝
貫
、
傍
点
引
田
川
者
）
。

⑳
　
同
上
、
二
〇
四
頁
。
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⑪
　
申
果
照
芯
紬
胴
僻
兄
惇
、
凸
馴
掲
帯
賞
、
二
五
四
百
ハ
。
　
「
融
佃
国
二
臣
蹴
甲
ス
ル
ヲ
焔
脚
ツ
ノ
条
件
ハ

　
今
般
御
達
漁
口
中
ノ
一
大
眼
照
ナ
リ
」
（
『
資
料
叢
書
臨
一
二
〇
頁
）
。

⑫
　
寮
｛
垂
心
融
…
鼻
革
、
茜
周
囲
漁
］
、
二
五
六
百
ハ
。

⑬
　
　
『
外
交
文
書
隠
十
巻
、
一
九
九
頁
。

　
　
東
恩
納
寛
惇
、
前
掲
書
、
三
一
一
八
寅
。
喜
舎
場
朝
賢
、
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。

⑯
　
　
『
資
．
料
叢
書
』
一
七
八
頁
。

　
　
琉
球
帰
属
問
題
に
つ
い
て
の
臼
清
幽
の
外
交
交
渉
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

　
植
田
捷
雄
門
琉
球
の
帰
属
を
緋
…
る
日
清
交
渉
」
が
く
わ
し
い
（
『
東
洋
文
化
研
究

　
所
紀
要
隠
、
第
二
珊
、
昭
『
和
二
十
六
年
）
。

⑰
　

『
外
交
文
書
』
十
一
巻
、
　
＝
一
陽
・
一
二
五
・
一
二
七
の
各
文
書
、
及
び
外
務

　
雀
編
『
琉
球
所
属
問
題
』
第
一
・
一
七
・
一
八
・
一
九
・
二
〇
・
二
二
の
各
文
書

　
参
照
（
沖
縄
県
史
編
纂
室
蔵
。
以
下
、
『
醗
属
問
題
』
と
略
称
）
。

　
　
『
外
交
文
目
篇
』
十
一
巻
、
　
一
二
六
文
書
、
及
び
『
所
属
問
題
隠
第
一
、
二
一
文

　
書
参
照
。

　
　
『
所
属
問
題
』
第
一
、
　
二
六
・
四
〇
文
漁
口
（
一
　
九
五
頁
）
参
昭
…
。

⑳
　
同
上
、
　
一
九
文
霊
（
一
四
六
頁
）
。

論W

@
同
上
、
二
六
文
雷
（
二
〇
六
一
七
頁
）
。

　
　
同
上
、
闘
○
文
欝
（
二
九
五
頁
）
。

　
　
『
外
交
文
書
』
十
一
一
巻
、
一
八
五
頁
。

　
　
勇
む
識
、
寛
琉
蕃
件
L
（
雲
叢
文
化
研
究
所
饗
グ
ー
フ
ソ
蒋

　
軍
と
の
御
対
話
筆
記
険
参
照
。
昭
和
十
二
年
刊
）
。

⑳
同
上
、
九
二
…
九
四
頁
。

⑳
グ
ラ
ン
ト
の
「
調
停
」
に
つ
い
て
は
、
三
圏
谷
宏
「
琉
球
帰
属
に
関
す
る
グ
ラ

　
ソ
ト
の
調
停
偏
（
『
東
方
学
報
舗
京
都
第
十
羅
第
三
分
、
昭
和
十
四
年
刊
）
が
参
考

　
に
な
る
。

⑰
　
　
『
李
文
忠
公
全
慰
繍
訳
署
瀟
稿
、
巻
九
、
三
八
一
四
一
頁
。

　
　
『
所
属
問
題
』
第
一
、
八
二
文
需
（
五
五
七
…
流
八
頁
）
。

⑲
　
『
御
対
話
筆
記
馳
九
三
頁
。

⑳
　
比
嘉
春
潮
晦
『
沖
繊
｝
の
歴
史
隠
賜
〇
六
頁
。

⑳
　
　
『
所
属
聞
題
』
第
二
、
一
〇
五
文
書
（
五
一
買
）
、
一
一
四
文
書
（
九
九
頁
）
、

　
一
一
五
文
書
（
一
〇
一
頁
）
、
一
一
七
文
書
（
一
二
八
一
一
二
九
頁
）
等
、
参
照
。

⑫
　
同
上
、
九
六
文
書
（
一
一
三
頁
）
、
一
〇
六
文
霞
（
五
四
－
五
五
頁
）
、
一
六
〇

　
文
霞
（
闘
九
一
貰
）
。

⑳
　
同
上
、
一
一
五
文
書
（
一
〇
五
頁
）
。
明
治
十
三
年
九
月
二
十
九
日
、
難
点
外

　
務
卿
か
ら
宍
戸
公
使
宛
「
機
密
信
」
。

⑭
　
萌
治
十
三
年
十
一
還
一
日
、
上
海
に
て
井
上
毅
か
ら
外
務
卿
宛
て
電
報
”

　
「
…
…
談
判
ハ
ニ
十
一
腿
二
当
方
増
田
ス
ル
通
り
充
命
二
結
了
セ
リ
条
約
ハ
返
瞬

　
ノ
内
命
記
名
ス
ヘ
シ
」
（
『
琉
㎝
球
断
属
閣
四
題
』
第
二
、
　
一
二
四
文
書
、
　
一
八
二
頁
）
。

⑯
　
こ
れ
ら
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
安
岡
昭
男
「
痛
熱
間
琉
球
案
件
交
渉
の
挫

　
折
」
　
（
『
法
認
史
学
』
七
号
）
、
及
び
同
氏
「
琉
球
所
属
を
緯
…
る
巳
清
交
渉
の
諸
問

　
題
」
　
（
『
法
政
史
学
』
九
号
）
、
に
く
わ
し
い
。

㊧
　
　
『
率
文
忠
公
全
霊
』
訳
暑
函
二
重
八
、
鷺
買
。
　
「
覆
二
子
扱
（
如
璋
）
」
。

⑰
　
三
国
谷
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
こ
の
点
に
関
し
、
　
門
約
言
す
れ
ば
そ
れ
は
画

　
子
の
維
持
で
あ
り
、
朝
賞
圓
と
し
て
の
琉
球
王
園
の
存
続
、
宗
主
國
と
し
て
の
清

　
濁
の
地
位
の
保
持
で
あ
り
、
琉
球
は
結
局
琉
球
塁
壁
と
し
て
一
岡
家
た
る
を
維
持

　
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
に
在
っ
た
。
」
（
編
出
葺
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ

　
く
ま
で
減
て
向
き
の
「
大
義
名
分
」
で
あ
る
。

⑱
　
　
『
李
文
忠
公
全
歌
紹
訳
暑
噸
稿
巻
八
、
二
一
四
頁
、
光
熱
閥
年
ハ
一
八
七
八
）

　
閤
月
、
駐
日
公
使
何
如
薙
よ
り
李
鴻
章
宛
櫓
翰
。

⑲
　
三
篇
幽
公
U
、
晶
隈
隅
拗
風
難
文
、
六
二
頁
。

⑳
　
安
岡
、
前
掲
「
琉
球
所
属
を
認
る
臼
清
交
渉
の
諸
問
題
」
　
（
一
；
賀
）
。

⑳
　
莫
境
名
安
興
“
『
沖
縄
一
千
年
史
』
一
三
七
頁
。
　
『
島
津
国
史
騙
巻
之
二
十
、

　
＝
一
頁
。
ま
た
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
十
月
、
秀
吉
か
ら
琉
球
國
王
尚
寧

　
へ
の
書
に
い
わ
く
”
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吾
卑
幾
よ
り
運
に
要
り
て
興
る
。
威
武
を
以
て
預
本
を
定
め
、
六
十
余
州
巳
に

　
　
掌
握
の
中
に
入
る
。
．
是
に
於
て
殊
域
濯
方
朝
貢
せ
ざ
る
な
し
。
而
し
て
爾
琉
球

　
　
王
姦
ら
弾
丸
の
地
を
擁
し
、
険
と
遠
と
を
持
み
、
未
だ
聴
貢
を
通
ぜ
ず
。
今
特

　
　
に
爾
に
告
ぐ
。
我
将
に
明
年
春
を
以
て
先
づ
朝
鮮
を
伐
た
ん
と
す
。
爾
乏
し
く

　
　
兵
を
も
っ
て
之
に
会
す
べ
し
。
若
し
命
を
m
用
ひ
ず
ん
ば
我
且
さ
に
先
づ
乃
が
国

　
　
を
屠
り
、
玉
石
倶
に
焚
か
ん
と
す
。
汝
其
れ
之
を
思
へ
」
と
（
『
沸
縄
一
千
年

　
史
臨
ご
慧
二
七
－
ご
｝
八
脚
貝
。
　
『
鳥
八
津
圏
曳
』
巻
シ
悩
二
十
－
、
　
｝
六
百
｛
、
参
昭
…
）
。

⑳
　
渡
口
真
清
氏
は
、
鳥
…
津
氏
の
琉
球
侵
攻
の
原
姻
を
さ
ぐ
ろ
う
と
努
力
さ
れ
た

　
（
側
部
”
「
十
七
世
紀
薩
摩
の
侵
攻
1
そ
の
原
因
に
つ
い
て
一
」
　
『
沖
縄
歴
史
研

　
究
隔
第
二
筒
写
、
　
一
・
九
六
六
年
五
日
月
帽
刊
）

爵
　
　
『
資
料
叢
雷
隠
九
艶
艶
。
　
　
　
　
⑭
　
同
上
、
一
五
一
頁
。

鞍
　
我
綿
政
男
”
「
『
琉
球
処
分
臨
（
【
八
七
二
年
1
｛
八
七
九
年
）
の
一
考
察
i
支

　
配
階
級
の
反
応
の
分
析
を
中
心
に
…
」
　
（
琉
球
大
学
『
入
文
社
会
科
学
研
究
』
第

　
鴛
窟
｝
8
7
、
　
一
九
山
ハ
四
年
）
。

⑳
　
下
村
官
出
田
男
”
「
領
土
剃
定
の
問
題
扁
（
『
明
治
維
新
…
奥
研
究
講
座
』
第
閥
巻
所

　
収
、
昭
瀦
三
十
三
－
－
一
九
五
八
年
）
。
爾
氏
”
　
「
『
琉
球
王
国
目
論
」
（
『
旧
本
歴

　
　
巾
八
』
驚
二
七
六
田
平
、
　
昭
　
和
一
二
十
八
年
一
月
口
写
）
。

⑰
　
佐
｛
藤
三
郎
”
　
「
琉
㎝
球
藩
処
分
問
題
の
考
察
」
　
（
『
山
形
大
学
紀
要
一
人
文
科
学

　
－
隔
第
三
巻
第
青
写
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
V
。

　
　
新
璽
恵
二
（
共
著
）
『
沸
縄
苗
（
山
宿
波
新
書
）
の
第
M
点
昂
、
参
照
。
最
近
、
新
璽

　
氏
は
琉
球
処
分
を
斑
族
統
一
の
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
、
　
「
歴
史
的
可
能
性
と
し
て

　
は
存
在
し
た
」
『
下
か
ら
の
民
族
黒
蓋
は
当
時
現
実
化
し
え
ず
、
「
明
治
政
府
の

　
『
上
か
ら
の
民
族
統
一
』
の
コ
ー
ス
の
み
が
成
功
し
」
た
、
と
さ
れ
、
そ
の
際
明

　
治
政
府
を
「
〃
征
膿
考
”
と
し
て
臨
ん
だ
」
と
評
価
す
る
（
同
氏
、
　
「
沖
縄
県
の

　
設
三
山
本
土
へ
の
統
一
の
二
つ
の
道
ー
ー
〃
雀
服
春
”
と
し
て
臨
ん
だ
明
治
政
府

　
一
…
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
、
｝
九
六
六
年
九
月
こ
○
臼
号
、
所
収
）
。
明
治
政
府

の
直
球
処
分
は
、
馨
観
的
」
に
琉
球
農
罵
遊
羅
放
」
し
た
と
す
る
同
氏
の
先
の

　
見
解
と
、
「
〃
征
服
者
”
と
し
て
澱
ん
だ
明
治
政
府
」
と
す
る
今
度
の
評
価
と
を
、

　
ど
の
よ
∂
に
統
一
的
に
把
握
す
る
の
か
、
私
に
は
明
確
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
明

　
治
政
権
の
評
価
と
も
関
連
し
て
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

纏
　
三
浦
、
前
掲
諭
文
（
『
史
学
雑
誌
隔
四
十
二
編
七
号
一
頁
）
。

磯
　
岡
上
、
恒
星
。

⑳
　
薬
温
”
「
独
物
語
」
、
習
事
の
一
節
。

⑳
仲
原
善
忠
氏
遺
稿
「
歴
史
の
考
え
方
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
連
載
、
一
九
六
六
年

r
七
［
月
二
十
三
臼
）
。
本
遣
稿
は
、
岡
氏
の
著
書
『
琉
球
の
歴
史
隔
上
下
（
一
九
五

　
二
年
）
の
〃
理
論
的
背
崇
”
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
、
二
十
二
阿
に
わ
た
っ
て

　
沖
柳
縄
タ
イ
ム
ス
紙
上
に
連
郭
蝋
さ
れ
た
。

⑳
　
遠
則
茂
樹
“
「
明
治
初
年
の
琉
球
問
題
」
（
『
歴
史
評
論
』
八
三
号
、
一
九
五
七

　
年
一
月
弩
、
七
九
頁
）
。

鐙
　
服
部
、
一
溜
掲
書
、
七
六
頁
。

⑳
　
　
『
近
事
淋
評
払
鋼
』
第
二
凱
写
、
明
治
九
年
六
日
十
日
、
　
「
琉
球
藩
ノ
紛
議
」
。

　
　
其
人
冷
眼
ハ
飽
嗣
ノ
終
講
い
二
加
頼
ル
ヲ
好
マ
ス
、
聚
…
心
ノ
向
フ
所
、
独
立
自
治
ヲ

　
　
欲
ス
ル
ノ
兆
ア
ラ
バ
、
我
レ
務
メ
テ
其
萌
芽
ヲ
育
成
シ
、
天
下
二
先
チ
テ
其
独

　
　
立
ヲ
承
認
シ
、
以
テ
強
ノ
晒
弱
ヲ
凌
ク
ヘ
カ
ラ
ス
、
大
ノ
小
ヲ
併
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル

　
　
ノ
大
義
ヲ
、
天
下
二
註
明
シ
、
我
隅
ノ
大
義
ヲ
欝
欝
シ
タ
ル
栄
職
ヲ
領
得
シ
、

　
　
併
セ
テ
我
岡
独
立
ノ
基
礎
ヲ
シ
テ
繊
剛
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
地
歩
ヲ
占
断
ス
ル
ハ
、

　
　
我
鷺
ノ
切
二
A
ヲ
日
二
希
望
ス
ル
所
…
ナ
リ
。
（
『
明
治
文
化
全
…
集
』
第
十
入
巻
雑
誌

　
篇
所
収
、
顯
三
七
頁
）
。

⑳
　
　
「
躍
県
以
来
、
政
府
の
沖
縄
に
対
す
る
の
政
策
は
徹
頭
下
膳
消
極
的
な
り
…
…

　
試
み
に
政
府
の
政
策
を
一
々
点
検
せ
よ
、
果
し
て
沖
縄
の
実
質
を
発
達
せ
し
め
た

　
る
の
跡
あ
る
か
、
公
平
な
る
限
を
以
て
評
す
れ
ば
、
置
県
以
来
、
教
育
の
外
一
も

　
見
る
べ
き
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
や
」
　
（
琉
球
新
報
、
明
治
三
十
五
年
六
日
三
日
、

　
τ
・
O
、
翻
太
田
朝
敷
か
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
掌
生
）
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Poly－manure　lntensification　and　lndepedennce　of

　　　　　　　　　Petty－peasaBts’　Management

　　　　　　　by

Yaichi　Takazawa

　　This　artlcle　is　to　explain　concretely　developing　aspect　ef　the　pro－

duct量ve　power　in　the　rice－producing　agricu1撫re　of　the　Kaga加賀claゴs

territory　in　the　rniddle　of　Tokugawa　era，　and　to　point　out　its　adequacy

and　fundamental　relatidn　to　the　then　generally　established　form　of　smal｝

farmers’　management．　Considering　the　change　of　productive　powers

temporally　in　male　and　female　labour．force　and　the　number　of　horses

for　cultivation，　manure　and　the　kind　of　farming　tools，　rice　and　its　crop，

cultivating　method　and　its　system，　and　the　agricultural　productivi£y，　we

can　find　out　k　progressive　iR　the　direction　of　the　poly’一manure　inteRsive

farming．　This　deve！opment　of　the　preductive　power　also　is　relative　to

a　certain　limit　in　the　progress　of　rnonetary　economy　and　to　movement

and　transformation　of　agricu｝tuarl　labour　force．　The　general　independence

of　the　small　management　is　thought　to　depend　on　these　development，

which　drives　it　immediately　lnto　the　new　disintegration　of　peasantry．

There　is　a　great　historical　significance　of　£his　big　ehange　in　agriculture

and　the　developinent　of　polymanure　intensification　on　its　basis．

The　Ryuleya　Settlement　and　the　Unification　Problem

An　Analysis　of　the　Government　Policy　durjng

　　　　　　　the漁がRestoration

　　　　　by

Seitol〈u　1〈inj6

　　Before　the　dawn　of　the　modern　JapaB　Okinawa　was　left　outside　the

main　stream　of　the　Japanese　history　because　of　its　long　distance　from

Honshti　and　of　its　independent　political　stattis．　lt　was　only　，af£er　the

Meiji　Restoration　that　it　was　united　with　the　other　Japanese　territory．

This　rendererd　the　Ryuleyuans　to　live　and　prosper　with　the　other　com－

patriots　on　the　mainland，　but　it　was　not　done　without　some　troubles．

Around　the　year　of　i879　they　witnessed　uprisings　and　resistances　of

the　old　ruiiBg　class　recruited　from　the　gentry．
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　　The　so－called　Ryecleyuan　Settlement　was　nothing　but　the　urge　of　the

will　on　the　pare　of　the　JapaBese　government．　lt　was　alert　to　suppress

any　turmoils　that　were　againt　the　goverBinent　policy．　As　a　matter　of

fact　we　are　of　the　one　and　the　same　race　and　the　unification　of　the

people　is　beyond　quetion．　But　the　analysis　of　the　political　situation　a

century　ago　at　this　junctui’e　will　throw　some　light　on　the　proble！ns　in

the　future．

　　　　The　ldea　of　Yang－ch’dian楊泉

A　Milestorie　of　Rationalistic　View　of　Nature

　　　　　　　　by

Toshihiko　Uchiyama

　　Yang－ch’den揚泉in　Sα％勧〇三国and　C加％習per呈od　was　a　philosopher

who　developed　the　rationalistic　and　materialistic　view　of　nature　；　oR　the

basls　of　his　idea　that　the　origin　of　natural　wor1d　is“water”and　Ch’i気

drived　from　“　water　”　constitutes’　a！1　things，　he　offered　a　objective　inter－

pretation　of　natural　world．　ln　his　thought　natural　world　all　was　grasped

as　a　expressive　form　of　Ch’i　and　also　he　denied　the　existence　ef　spirit

seperated　from　body，　applying　this　view　of　nature　to　the　humaR　being，

and　again　he　had　a　keen　interest　in　technique　which　was　led　by　his

view　of　nature．

　　Yang－ch’rk’a．　n’s　ldea　has　some　weak　polnts　or　limit　；　it　is　in　his　irrational

呈dea’fo「instance’that　he　accused　Hun’t’ien　theory渾天説for　inconsis－

tence　of　Tou－chi斗極with　zenith　and　aMrmed　the　retribution　theory　of

fortqne　or　misfortune　as　a　result　of　human　deed　with　good　or　evil，

which　is　due　to　immaturity　in　tlie　ratioRal　character　of．　his　idea．　Yang－

ch’tian’s　thought　takes　a　pioneering　co－ordinate　iri　the　development　of

the　view　of　nature　in　the　ChiBese　history　．of　ideas，　and　constitutes　a

link　of　materialistic　idea　in　the　period　of　Han　ue　and　Liu－ch’ao　」？．fiLrs．

Deve1opment　of　the　Buddhist　Art　in　Gandhara

　　　　　by

Nakao　Kotani

It　is　an　important　problem， with　the　study　of　formation　of　MaliayaBist
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